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序  文  

独立行政法人国際協力機構は、ウズベキスタン共和国のヌクス教育病院医療サービス改善計画
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ともに、計画対象国における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成

の運びとなりました。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 
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要  約 

1. 国の概要 
ウズベキスタン共和国（以下、「ウズベキスタン」という。）では、推定平均寿命が 73.6 歳と、

日本（84.2 歳）、ヨーロッパ諸国（80.8 歳）などと比べると依然として短い水準にある（WHO、

2015 年）。また、ウズベキスタンでは疾病構造の変化が進んでおり、現在では全死因の 84%を非

感染性疾患（以下、「NCDs」という。）が占め、NCDs を中心とした保健システムの再構築が求

められている。こうした背景を踏まえ、国際協力機構（以下、「JICA」という。）は円借款「医

療サービス強化事業」、技術協力プロジェクト「非感染性疾患予防対策プロジェクト」などを通

じて全国における一次レベルから三次レベルまでの NCDs 対策の強化に取り組んでいる。 

ウズベキスタン北西部に位置するカラカルパクスタン自治共和国（以下、「カラカルパクスタ

ン」という。）は、綿花向けの過剰灌漑によるアラル海の縮小により環境・地域経済が悪化し、

開発が遅れた地域である。カラカルパクスタンではアラル海周辺で汚染された水・土壌・大気に

よる健康への影響も懸念されており、NCDs のなかでは呼吸器系疾患や腎機能障害の罹患率が全

国平均より高いほか、母子保健や感染症による死亡率も依然として高い水準にある。一方で、医

療機器の不備、医療機関へのアクセスの悪さ、医師の数や経験の不足、救急医療の質の低さが問

題となっており、医療サービスの質の改善が喫緊の課題である。 

 
2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

カラカルパクスタンにおいては、これまで首都のヌクス市内の国立病院を中心に医療サービス

の提供を行ってきたが、医療インフラ、近代的な医学教育を受けた医療従事者の不足等によって

質の高い医療サービスが十分に提供されてこなかった。また、国立タシケント小児医科大学ヌク

ス分校（2020 年 2 月に「カラカルパクスタン医科大学」に改称。以下、「医科大学」という。）

は、域内唯一の医療教育機関として地域医療を担う人材の育成を行ってきたが、独自の附属病院

を有さず最新の機材を用いた臨床実習の実施が困難な状況である。そこでウズベキスタン政府は、

カラカルパクスタンの医療サービスの改善及び地域医療を担う医療人材の育成を図るため、同校

の附属病院として新たにヌクス教育病院（120 床、2020 年 2 月に「カラカルパクスタン医科大学

病院」に改称。以下、「医科大学病院」という。）を建設した。しかしながら、政府が手当する予

算のみでは十分な機材を揃えることが難しく、未だ病院として稼働開始できていない状況にある。

カラカルパクスタンの拠点病院及び医学教育拠点としての機能を発揮するために、質の高い医療

機材や医学教育関連機材の追加的な整備が求められている。 

ウズベキスタン政府は、大統領令においてカラカルパクスタンの開発を国の最優先課題に掲げ

ると共に、「保健システムの強化に向けた構想 2019-2025」において、世界水準の予防医療・診

断・治療を行う医療サービスの実現に向けて、質の高い医療サービスを広く提供するための保健

システムの改善、保健人材の育成・専門性の強化の方針を示している。「カラカルパクスタン医

科大学病院医療サービス改善計画」（以下、「本計画」という。）は、カラカルパクスタンにお

ける医療サービス・人材育成の拠点となる医科大学病院に対し、医療機材及び医学教育関連機材

の整備により医療サービス提供体制と医学教育水準を高め、もって住民の健康増進を図るもので

あり、同政府が目指す保健医療体制の改善に貢献することを上位目標とする。 
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3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 
協力準備調査のため、2021 年 4 月 9 日から 4 月 30 日まで調査団を現地に派遣し、ウズベキス

タン政府関係者と協議を行うと共に、計画対象地域における現地調査を実施した。帰国後の国内

作業の後、2021 年 9 月 27 日に実施された準備調査報告書案のオンライン説明を経て、本準備調

査報告書を取りまとめた。 

 
3-1. 協力対象サイト 

本計画では、ウズベキスタン国カラカルパクスタン自治共和国ヌクス市 カラカルパクスタン

医科大学及び医科大学病院に対し、医療機材及び教育機材の整備を実施する。 

 
3-2. 機材計画 

本計画にて整備する機材の計画概要は以下のとおりである。 

 
表 3-1 主な機材計画 

区分 主な診療部門と機材 

医療機材 機材整備対象部門：画像診断部門、手術部門、臨床検査部門、中央滅菌室、外来部門 
機材：CT、超音波診断装置、C アーム、腹腔鏡手術内視鏡セット、子宮鏡手術内視鏡

セット、関節鏡手術内視鏡セット、人工呼吸器、凝固電気手術器、微生物同定装置、

免疫分析装置、プラズマ滅菌器、検診車、等 
教育機材 機材整備対象部門：シミュレーションセンター（仮称） 

機材：腹腔鏡手術シミュレーター、軟性内視鏡シミュレーター、新生児用シミュレー

ター、バーチャル患者治療シミュレーター、蘇生シミュレーター（成人・小児）、バー

チャル 3D 解剖台、生理学バーチャルシミュレーター、等 

 
3-3. ソフトコンポーネント 

現在の医科大学病院には、機材メンテナンス部門の設置が予定されてはいるものの、機材の保

守管理に必要な技術や管理手法は確立されていない。そのため、ソフトコンポーネントを実施し、

メンテナンスにかかる技術指導を行う。 
本ソフトコンポーネントでは、メンテナンス部門のエンジニア及び機材を実際に使用する各部

門の医療従事者を対象とし、日常点検及びメンテナンスの方法、アラーム対応や、修理依頼のた

めの連絡体制構築などを取り扱う。 
 

3-4. 機材保守サービス 
故障時に患者の検査や治療、病院の診療機能に影響を与える可能性が有り、長期の保守管理が

不可欠な機材に対し、1 年間の無償保証期間が満了した後の 2 年間の定期的点検とオンコールサ

ービスを付与する（修理部品、定期的交換部品を含む）。一方で、ユーザー側の瑕疵で故障した

際の修理部品や試薬、使い捨て部品などの消耗品については全てユーザー負担とする。 
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4. プロジェクトの工期及び概略事業費 
本計画の実施工程は、実施設計期間に約 6 ヶ月間、調達期間に約 12 ヶ月間を想定している。

また、機材据付け後に 1 回目のソフトコンポーネントを約 1.7 ヶ月間実施し、その 3 ヶ月後に 2
回目のソフトコンポーネントを約 1.2 ヶ月間実施する計画である。 

本計画に必要なウズベキスタン側負担の概略事業費は、3.48 億円（適用為替レート : 
1US$=107.08 円、2021 年 4 月時点）と見込まれる。 

 
5. プロジェクトの評価 
5-1. 妥当性 

(1) プロジェクトの裨益対象者 
本計画の対象地域は、ヌクス市を中心にカラカルパクスタン全土であり、裨益対象者はカ

ラカルパクスタンの人口約 192 万人である 4。本計画の対象施設である医科大学病院はカラ

カルパクスタンにおける小児科領域の第三次医療施設であり、診療対象である年齢層（0～18
歳未満）のカラカルパクスタン人口 65 万人が主な裨益対象者である。 

 
(2) 高度医療サービスへの地理的アクセス改善 

医科大学病院が小児科領域の第三次医療施設として機能することで、今までタシケント市

へのリファーを余儀なくされていた患者がヌクス市で診察、検査、治療を受けることができ

るようになる。 
さらに、教育機材の整備により医学教育の質が向上し、技術力の高い医療人材の育成につ

ながる。 
以上のことから、本計画により医療機材と教育機材の整備が実施されることで、カラカル

パクスタンにおける小児科領域の医療サービスへのアクセスが改善される。 

 
(3) 開発計画との整合性 

ウズベキスタン政府は、大統領令においてカラカルパクスタンの開発を国の最優先課題に

掲げるとともに、「保健システムの強化に向けた構想 2019-2025」において、質の高い医療サ

ービスを広く提供するための保健システムの改善、保健人材の育成・専門性の強化の方針を

示している。 

本計画は、カラカルパクスタンにおける医療サービス提供・人材育成の拠点となる医科大

学病院に対して、医療機材及び教育機材の整備を行うものであり、またカラカルパクスタン

の住民の健康増進を目的としていることからも、ウズベキスタン政府の方針に合致している。 

 
(4) 我が国の援助政策との整合性 

外務省はウズベキスタン国別開発協力方針（2017 年 3 月）において、「ウズベキスタンに

おける都市部と地方部との格差の拡大といった課題に対し特に貧困層や社会的弱者が直接恩

 
4 THE STATE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON STATISTICS (2021),” Population by age 
groups-Regions” available at: https://stat.uz/en/official-statistics/demography (accessed 11 August 2021). 
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恵を受けられることを目指しつつ、地方部の主要産業である農業分野や保健医療を中心に支

援を行う。」と示しており、本計画は事業展開計画（2019 年 4 月）「無償資金協力による医

療機材整備」を含む保健改革プログラムに基づき実施される。 
 

5-2. 有効性 
以下に本計画の実施により期待される目標値を示す。 

 

(1) 定量的効果 
表 4-1 本計画の成果指標 

指標名 基準値 
（2021 年実績値） 

目標値（2026 年） 
【事業完成 3 年後】 

CT 検査数（年） 0 1,500 人 

微生物同定装置/免疫分析装置の検査数（年） 0 21,000 件 

シミュレーションセンター（仮称）の利用学生数（年） 0 4,800 人 

 
(2) 定性的効果 

1） カラカルパクスタンにおける小児医療サービスの質が向上し、対象病院への信頼が高

まる。 
2） 医療従事者に対する臨床研修の質が向上する。 
3） カラカルパクスタンおよび近隣の住民の健康状態の改善に寄与する。 

  
以上の内容により、本計画の妥当性は高く、また有効性も見込まれると判断される。

 
 



 

目   次 
序文 
要約 
目次 
位置図／写真 
図表リスト／略語表 
 
 
第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 ......................................................................................................... 1 

1-1 当該セクターの現状と課題 .............................................................................................................. 1 

1-1-1 現状と課題 .................................................................................................................................. 1 

1-1-2 保健医療サービス供給体制の現状と課題 .............................................................................. 6 

1-1-3 開発計画 .................................................................................................................................... 11 
1-1-4 社会経済状況 ............................................................................................................................ 12 

1-2 無償資金協力要請の背景及び概要 ................................................................................................ 14 

1-3 我が国の援助動向 ............................................................................................................................ 15 

1-4 他ドナーの援助動向 ........................................................................................................................ 16 

 

第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 ................................................................................................... 17 
2-1 プロジェクトの実施体制 ................................................................................................................ 17 

2-1-1 組織・人員 ................................................................................................................................ 17 
2-1-2 財政・予算 ................................................................................................................................ 20 
2-1-3 教育病院としての機能 ............................................................................................................ 21 
2-1-4 既存施設・機材 ........................................................................................................................ 22 
 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 ............................................................................................ 24 
2-2-1 関連インフラの整備状況 ........................................................................................................ 24 
2-2-2 自然条件 .................................................................................................................................... 26 
2-2-3 環境社会配慮 ............................................................................................................................ 26 

 

第 3 章 プロジェクトの内容 ................................................................................................................... 27 
3-1 プロジェクトの概要 ........................................................................................................................ 27 

3-1-1 プロジェクトの概要 ................................................................................................................ 27 
3-2 協力対象事業の概略設計 ................................................................................................................ 28 

3-2-1 設計方針 .................................................................................................................................... 28 
3-2-2 基本計画 .................................................................................................................................... 32 

3-2-3 概略設計図 ................................................................................................................................ 35 



 

3-2-4 調達計画 .................................................................................................................................... 36 
3-2-4-1 調達方針 ............................................................................................................................. 36 
3-2-4-2 調達上の留意事項 ............................................................................................................. 38 
3-2-4-3 調達・据付区分 ................................................................................................................. 40 
3-2-4-4 調達監理計画 ..................................................................................................................... 41 
3-2-4-5 品質管理計画 ..................................................................................................................... 41 
3-2-4-6 資機材等調達計画 ............................................................................................................. 41 
3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 ..................................................................................... 42 
3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 ............................................................................................. 42 
3-2-4-9 実施工程 ............................................................................................................................. 43 

3-3 相手国側分担事業の概要 ................................................................................................................ 44 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 ............................................................................................ 45 

3-5 プロジェクトの概略事業費 ............................................................................................................ 46 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 .................................................................................................... 46 
3-5-2 運営・維持管理費 .................................................................................................................... 46 

 

第 4 章 プロジェクトの評価 ................................................................................................................... 50 
4-1 事業実施のための前提条件 ............................................................................................................ 50 

4-2 プロジェクト全体計画達成のための必要な相手方投入（負担）事項 .................................... 50 

4-3 外部条件 ........................................................................................................................................... 51 
4-4 プロジェクトの評価 ........................................................................................................................ 51 

4-4-1 妥当性 ........................................................................................................................................ 51 
4-4-2 有効性 ........................................................................................................................................ 52 
4-4-3 結論 ............................................................................................................................................ 53 

 

 
［資料］ 
1. 調査団氏名、所属 
2. 調査行程 
3. 関係者（面会者）リスト 
4. 討議議事録（M/D） 
5. 機材検討表 
6. ソフトコンポーネント計画書 

  



 

位置図 

出典：Google Map (https://www.google.com/maps/?hl=ja) 

病院位置図 出典： OpenStreetMap 

(https://www.openstreetmap.org/search?query=Nukus#map=11/42.4452/59.6499) 

https://www.google.com/maps/?hl=ja


 

  



 

写真 
【カラカルパクスタン医科大学病院】 
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MRI 室（保健省より 1.5T MRI 調達予定）  CT 室 （1 階、写真左が搬入経路） 

 

 

 
CT 室電源  CT 室 操作室 



 

 

 

 
手術室前室  手術室スタッフ用シャワー室 

 

 

 
手術室  手術室医療ガス 

 

 
 

 
リカバリー室  ICU 



 

 

 

 
手術器具洗浄室  手術器具洗浄用シンク 

 

 

 
エレベーター  中央滅菌室（滅菌室） 

 

 

 
中央滅菌室（洗浄室）  中央滅菌室（乾燥室） 

 
 
 
 
 
 



 

ポリクリニック 

 

 

 
レントゲン室（1 階）  操作室 

 

 

 
診察室（1 階）  救急対応室（1 階） 

 

 

 
サンプル受付室（1 階）  一次処理室（1 階） 



 

 

 

 
臨床検査室 （2 階）  臨床検査室 別アングル （2 階） 

 

 

 
レクチャールーム（2 階）  シミュレーション室①（2 階） 

 

 

 
シミュレーション室②（2 階）  シミュレーション室③（2 階） 

※写真はタシケント調査中に実施した Zoom ツアーより。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

(1) 人口及び主要保健指標 

A. 人口と人口動態指標 

ウズベキスタン共和国（以下、「ウズベキスタン」という。）とカラカルパクスタン自治共

和国（以下、「カラカルパクスタン」という。）の人口と人口動態の年次推移を、以下に示す。

2020 年の人口増加率は、ウズベキスタンが 1.95%でやや高く、カラカルパクスタンはそれよ

り低く 1.50%である。カラカルパクスタンの人口は、2015 年に 176 万 3 千人で全国人口の

5.68%を占めていたが、2020 年には 189 万 8 千人で 5.60%に低下した。 
 

表 1-1 人口の年次推移 
（単位:千人） 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ウズベキスタン 31,023 31,575 32,121 32,657 33,256 33,905 

カラカルパクスタン 1,763 1,791 1,818 1,842 1,870 1,898 

全国に占める割合(%) 5.68 5.67 5.66 5.64 5.62 5.60 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 

 

粗死亡率（人口千対）は、ウズベキスタン、カラカルパクスタンともに 2018 年以降低下傾

向にあったが、2020 年には COVID-19 のため若干上昇した。 
 

表 1-2 粗死亡率の年次推移 
（単位:人口千対） 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

ウズベキスタン 4.9 4.9 5.0 4.7 4.6 5.1 

カラカルパクスタン 4.6 4.7 4.7 4.6 4.5 4.8 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト *注) 速報値。 
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粗出生率（人口千対）は、ウズベキスタン、カラカルパクスタンともに 2017 年を底に、

2018 年、2019 年と上昇傾向にあったが、カラカルパクスタンでは 2020 年には低下した。 
 

表 1-3 粗出生率の年次推移 
（単位:人口千対） 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

ウズベキスタン 23.5 22.8 22.1 23.3 24.3 24.6 

カラカルパクスタン 23.3 21.9 20.6 21.6 21.8 20.6 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト *注) 速報値。 

 

B. 母子保健指標 

2015 年までのミレニアム開発目標 （以下、「MDGs」という。） を受けて、ウズベキスタ

ンでは、妊産婦死亡率（以下、「MMR」という。）を 2001 年の 34.1（出生十万人対）から 2015
年までに 22.6 に、5 歳未満児死亡率（以下、「U5MR」という。）を 2002 年の 73.3（出生千

人対）から 2015 年までに 24.4 に下げるという目標を掲げた。 

ウズベキスタンの MMR は 20 前後で安定し、MDGs の目標を達成したが、カラカルパク

スタンにおいては、（母数の出生数が 4 万人程度と小さいため変動が大きいが、）30 前後で推

移しており、全国平均の 1.5 倍程度に高止まりしている状況であり、MMR の目標達成には

至っていない。 
 

表 1-4 妊産婦死亡率（出生十万対）の年次推移 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

ウズベキスタン 18.9 17.4 21.0 20.2 19.6 18.5 

カラカルパクスタン 29.0 25.4 13.2 27.4 36.5 30.5 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト *注) 速報値。 

 

ウズベキスタンとカラカルパクスタンともに、U5MR は 2017 年をピークに低下傾向にあ

る。MDGs の目標である“2015 年までに 24.4 までに下げる”という目標についても、ウズベ

キスタン、カラカルパクスタン共に達成している。 
 

表 1-5 5 歳未満児死亡率（出生千対）の年次推移 

 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ウズベキスタン 15.1 14.1 15.4 13.1 12.4 

カラカルパクスタン 15.7 17.1 20.9 17.3 14.1 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 
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ウズベキスタンとカラカルパクスタンともに、乳児死亡率（以下、「IMR」という。） は
2017 年をピークに低下傾向にあるが、いずれの年もカラカルパクスタンは常にウズベキス

タンの全国平均を上回っている。 
 

表 1-6 乳児死亡率（出生千対）の年次推移 

 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年* 

ウズベキスタン 11.4 10.7 11.5  9.9  9.3  9.3 

カラカルパクスタン 11.6 13.7 16.6 13.9 10.8 11.8 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト *注) 速報値。 

 
C. 持続可能な開発目標の保健指標 

ウズベキスタンにおける持続可能な開発目標（以下、「SDGs」という。）の主な保健指標

の推計値の推移を以下に示す。母子保健指標は順調な低下傾向にある。結核罹患率は低下傾

向にあるものの緩やかである。4 大 NCDs 死亡確率は 25%前後で高止まりしている。 
 

表 1-7 SDGs の保健指標の年次推移 

指標番号 指標 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

3.1.1 妊産婦死亡率*1 36 - 29 - - 

3.2.1 5 歳未満児死亡率*2 39 24 23 21 17 

3.2.2 新生児死亡率*2 20 14 12 12 10 

3.3.2 結核罹患率*3 79 76 73 70 67 

3.4.1 4 大 NCDs 死亡確率*4 26.9 24.5 - - 25.3 

3.6.1 道路交通事故死亡率*3 11.2*5 11.5 - - 14.7 

3.8.1 UHC (%) 72 - 73 - - 

3.9.1 大気汚染死亡率*6 76.5*7 81.1 - - - 

3.a.1 喫煙率*8 (%) 13.1 13.0 - 12.3 - 
出典: WHO, World Health Statistics, 2017,2018,2019,2020,2021. 
注: 1. 出生 10 万対 2. 出生千対   3. 人口 10 万対 4. 30-69 歳確率 %  
     5. 2013 年  6. 調整人口 10 万対   7. 2012 年 8. 15 歳以上人口 

 
(2) 疾病構造 

A. 死因割合の推移 

下表は WHO 推計によりウズベキスタンにおける死因割合の推移を見たものである。 

2008 年の推計以来、NCDs による死亡割合は 79%と非常に高く、2016 年には 84%にまで

上昇した。その内訳では、心血管疾患が 2016 年で 58%と全死因の 6 割弱を占め、早期発見

と生活習慣の改善による予防対策の必要性を示している。 
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表 1-8  ウズベキスタンにおける死因割合の推移 (%) 
 2008 年 2011 年 2016 年 

NCDs 79 79 84 

  心血管疾患(CVD) 56 54 58 

  がん 7 8 8 

 慢性呼吸器疾患 3 3 2 

 糖尿病 2 2 3 

 他の NCD 11 12 13 

感染症妊産婦周産期栄養 15 14 10 

外傷 6 7 6 

合計 100 100 100 

出典 : WHO, NCD Country Profiles, 2011, 2014, 2018. 

 

B. 子ども（15 歳未満）疾病分類別初診受診率 

15 歳未満の子どもについて、国際疾病分類第 10 版の大分類により、州別の初診受診率（人

口 10 万対）の年次推移を見たのが下表である。保健省（以下、「MOH」という。）管轄の医

療施設での受診を州別に集計したものであり、患者の住所地による州別ではないので、州別

罹患率とは言えない。また、全国値よりも低い場合は、発症率そのものが低い場合と、医療

施設への物理的なアクセスが不十分で受診しにくい場合が考えられる。さらに、重篤な疾病

で、他州の医療施設にリファーされた場合はリファー先の州でカウントされるので、第三次

病院のなかったカラカルパクスタンは、受診率は低くなる傾向がある。 

カラカルパクスタンの全疾病については、2018 年において全国値よりも 10,000 弱低かっ

たが、年々全国値が改善し、2020 年にはその差がなくなった。一方、悪性新生物や先天性疾

患の診断・治療には MRI や CT など高度な医療機器を要するため、カラカルパクスタンにお

ける初診受診率は全国平均と比較しても著しく低い結果となっていると考えられる。循環器

系の疾患については近年改善が見られているものの、依然として全国値の倍以上に及ぶ高さ

となっている。 
  



5 

表 1-9  15 歳未満の子どもの疾病分類別、初診受診率 
 (単位：人口 10 万対) 

疾病分類 地域 2018 年 2019 年 2020 年 

全疾病 
ウズベキスタン  56,127.9 51,813.3 43,307.3 

カラカルパクスタン 46,805.0 46,558.5 43,299.2 

感染症および寄生

虫症 

ウズベキスタン 2,166.3 2,079.1 2,023.6 

カラカルパクスタン 1,734.5 2,021.0 1,629.6 

悪性新生物 
ウズベキスタン 25.1 20.7 18.7 

カラカルパクスタン 5.0 5.9 4.5 

内分泌、栄養およ

び代謝疾患 

ウズベキスタン 2,275.4 1,507.4 1,441.0 

カラカルパクスタン 1,734.9 1,369.8 626.7 

循環器系の疾患 
ウズベキスタン 191.1 190.0 153.3 

カラカルパクスタン 497.5 442.3 345.3 

呼吸器系の疾患 
ウズベキスタン 20,925.1 18,919.8 16,064.6 

カラカルパクスタン 18,194.0 17,468.9 18,011.2 

消化器系の疾患 
ウズベキスタン 9,170.6 9,479.1 7,163.9 

カラカルパクスタン 5,652.8 5,735.7 5,013.9 

先天奇形、変形お

よび染色体異常 

ウズベキスタン 107.6 122.7 80.8 

カラカルパクスタン 52.9 92.1 61.8 

周産期に発生した

病態 

ウズベキスタン 1,024.6 1,033.6 906.2 

カラカルパクスタン 750.0 925.1 907.2 
出典: 質問票回答 

 

C.  思春期若者（15 歳-18 歳未満）疾病分類別初診受診率 

15 歳-18 歳未満の思春期若者について、国際疾病分類第 10 版の大分類により、州別の初診受診

率（人口 10 万対）の年次推移を下表に示す。表の数値の解釈にあたっての留意点は、子ども（15
歳未満）疾病分類別初診受診率の表と同様である。 

全疾病では、2018 年からカラカルパクスタンは全国値よりも高い。全国値が順調な減少傾向に

あるのに対し、カラカルパクスタンは 2019 年に微増し、2020 年に減少に転じたが減少の程度は

全国値よりも少ない。循環器系の疾患と呼吸器系の疾患において、カラカルパクスタンは全国値

よりも 2 倍程度高いが、特定の疾患において高いのかどうかは大分類では分からない。腎尿路生

殖器系の疾患において、カラカルパクスタンは全国値よりもかなり高く、この数値は男女計では

あるが、医科大学病院において、思春期婦人科病棟が新設されることになったニーズを表してい

ると考えられる。なお、妊娠、分娩および産褥について、全国値はごく低く、カラカルパクスタ

ンは 0.0 となっているのは、施設分娩の割合が低いことを意味しているのであって、ハイリスク

で施設分娩が推奨されている若年妊娠のほとんどが、助産師による在宅分娩になっているのでは

ないかと危惧される。 
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表 1-10  思春若者疾病分類別、初診受診率 
（単位：人口 10 万対） 

疾病分類 地域 2018 年 2019 年 2020 年 

全疾病 ウズベキスタン  84,395.3 74,693.4 64,408.7 

カラカルパクスタン 95,153.7 95,976.4 87,548.7 

感染症および寄生

虫症 
ウズベキスタン 1,760.0 1,849.2 1,954.5 

カラカルパクスタン 1,100.3 1,002.6 741.0 

悪性新生物 ウズベキスタン 56.3 30.1 55.2 

カラカルパクスタン 5.4 9.9 7.5 

内分泌、栄養およ

び代謝疾患 
ウズベキスタン 5,077.5 3,813.0 3,216.5 

カラカルパクスタン 4,745.5 3,936.0 2,123.3 

循環器系の疾患 ウズベキスタン 684.1 602.6 525.3 

カラカルパクスタン 1,266.5 1,538.9 1,400.5 

呼吸器系の疾患 ウズベキスタン 23,872.4 21,219.4 18,920.2 

カラカルパクスタン 44,623.4 41,251.7 36,213.0 

消化器系の疾患 ウズベキスタン 12,053.4 10,933.2 8,562.2 

カラカルパクスタン 8,326.3 9,195.4 8,586.5 

腎尿路生殖器系の

疾患 
ウズベキスタン 4,675.1 4,007.0 3,593.6 

カラカルパクスタン 6,664.0 7,299.6 6,430.0 

妊娠、分娩および

産褥 
ウズベキスタン 2.3 3.5 0.9 

カラカルパクスタン 0.0 0.0 0.0 
出典 : 質問票回答 

 

1-1-2 保健医療サービス供給体制の現状と課題 
(1) 医療施設 

A 医療施設数 

ウズベキスタンとカラカルパクスタンの公立と私立を合わせた病院数の年次推移を、以下

の表に示す。 

ウズベキスタン、カラカルパクスタン共に、「保健改革国家プログラム 1998-2005」以来、

一次医療施設である郡病院と農村地域病院を中央郡病院に統合してきたのが、2014 年までの

病院数の減少傾向の主な要因であり、その後は私立病院の設立により増加傾向となっている。 
 

表 1-11 病院数の年次推移 

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ウズベキスタン 1,225 1,128 1,058 1,071 1,106 1,135 1,165 1,250 

カラカルパクスタン 51 46 41 42 42 41 43 49 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 
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次に、ウズベキスタンとカラカルパクスタンの公立と私立を合わせた外来診療所数の年次

推移を、以下の表に示す。 

ウズベキスタン、カラカルパクスタン共に、「保健改革国家プログラム 1998-2005」以来、

農村部において、助産所と外来救急診療所を農村医療センターに統合してきたのが主な減少

要因であり、私立の診療所の設立が主な増加要因である。ウズベキスタン、カラカルパクス

タン共に、減少要因に増加要因が追いついた 2017 年に底を打ち、その後は増加要因が減少

要因を上回り着実な増加傾向にある。 
 

表 1-12 外来診療所数の年次推移 

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ウズベキスタン 6,389 6,421 6,054 6,220 6,542 5,296 5,631 5,955 

カラカルパクスタン 305 314 380 323 337 265 292 322 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 

  
B. 国立第三次病院の機能とサービス 

トップレファラルの国立第三次病院は、MOH が直轄しており、以下のように分類される。 
 

(i) 特定疾患の研究医療センター (33 か所) 

・国立外科研究医療センター       ・国立産婦人科研究医療センター 

・国立心臓研究医療センター       ・国立救急医療研究センター 

・国立眼科マイクロ外科研究医療センター ・国立がん放射線医学研究医療センター 

・国立整形リハビリ研究医療センター   ・国立腎臓病腎移植研究医療センター 

・国立筋萎縮症小児リハビリセンター   ・国立病理解剖センター  

・国立法医学研究医療センター      ・国立母子健診センター 

・国立リプロダクティブヘルス・センター ・国立周産期医療センター 

・国立血液学・出血症研究医療センター  ・国立小児外科研究医療センター 

・健康なライフスタイル運動療法センター ・国立血管神経外科センター 

・国立薬物依存症研究医療センター    ・国立アレルギー研究センター 

・国立小児科研究医療センター      ・国立結核肺研究医療センター 

・国立泌尿器科研究医療センター     ・国立神経外科研究医療センター 

・国立外傷整形センター         ・国立皮膚性病研究医療センター 

・国立小児骨髄症療養所         ・国立内分泌学研究医療センター 

・国立小児整形センター         ・国立小児精神病院 

・国立伝統医学研究医療センター     ・ウイルス症研究センター 

・国立疫学・感染症・寄生虫症研究医療センター 

 
 (ii) 医科大学付属病院(3 か所) 

・タシケント医科大学総合病院 

・タシケント小児医科大学病院 

・カラカルパクスタン医科大学病院 
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以上のように、「カラカルパクスタン医科大学病院医療サービス改善計画」2（以下、「本

計画」という。）の対象病院は、首都圏以外で初めてのトップレファラル病院であり、高度

医療の地域格差を縮小するものとして、設立されたものである。  
 

(2) 保健人材 

A. 医療従事者の教育制度 

ウズベキスタンの医療従事者の教育制度は、以下の表のとおりである。 
 

表 1-13 医療従事者の教育制度 

医療従事者種別 課程年数 入学条件 

専門医 医科大学大学院 3 年 医師、臨床経験 2-3 年 

医師 医科大学医学課程 6 年 義務教育 11 年、高等専門学校 2-3 年 

歯科医師 医科大学歯学課程 5 年 義務教育 11 年、高等専門学校 2-3 年 

薬剤師 医科大学薬学課程 5 年 義務教育 11 年、高等専門学校 2-3 年 

師長看護師 医科大学看護課程 3 年 正看護師 

正看護師 高等技術学校 3 年+短期大学 2 年 義務教育 11 年 

正助産師 高等技術学校 3 年+短期大学 2 年 義務教育 11 年 

臨床検査技師 高等技術学校 3 年+短期大学 2 年 義務教育 11 年 

X 線技師 高等技術学校 3 年+短期大学 2 年 義務教育 11 年 

出典:質問票への回答 

   
専門医の資格をとるためには、医師が 2-3 年医科大学病院で臨床経験を積んだ後、医科大

学大学院の 3 年の各専門医コースを修了しなければならない。師長看護師は、病院各科の看

護師長になる資格であり、正看護師が医科大学の 3 年の看護課程を終了することとなってい

る。 
 

B. 医師数と看護師数 

ウズベキスタンの国公立医療施設の専門別医師数と看護師数の年次推移を、次頁の表に示

す。 

総合医が 2017 年の 28.9 千人から 2018 年に 19.2 千人と急減したのは、MOH によれば公

立病院の総合医から、私立病院・診療所の一般医になる医師が多かったためである。小児科

医は予防接種の普及などにより小児疾患の減少に伴い 2017 年まで減少してきたが、2017 年

以降の毎年の出生数の増加もあり、その後わずかに増加している。 
 
 
 

 
2 準備調査実施時の病院名は「ヌクス教育病院」であったが、「カラカルパクスタン医科大学」へと病院名が変更 
  された。 
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表 1-14 ウズベキスタンの専門別医師数と看護師数の年次推移 
（単位:千人） 

 2015 2016 2017 2018 2019 

医師総数 83.4 84.1 85.4 89.8 91.9 

 総合医 28.4 29.2 28.9 19.2 19.4 

 外科医 11.4 10.9 11.0 11.3 11.6 

 産婦人科医 5.8 5.7 5.6 5.7 5.7 

 小児科医 7.0 6.5 6.0 6.1 6.1 

 眼科医 1.6 1.7 1.6 1.8 1.8 

 耳鼻咽喉科医 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 

 結核医 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

 神経科医 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 

 精神科医 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 

 薬物依存症医 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 

 皮膚性病科医 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3 

歯科医 7.4 7.6 7.7 8.5 8.7 

 公衆衛生医 4.6 4.6 4.5 4.6 4.8 

 放射線医 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 

腫瘍科医 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 

  一般医・その他 6.7 7.3 9.5 21.2 22.5 

看護師総数 336.0 341.0 348.0 356.7 365.7 

 人口十万対医師数 26.4 26.2 26.1 27.2 27.1 

 人口十万対看護師数 106.5 106.3 106.6 108.2 107.8 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 

  
(3) 保健財政 

A. 国家予算と MOH 予算 

2021 年度国家予算と MOH 予算は以下の表のとおりである。 

MOH の経常経費は中央政府の経常経費の 3.0%を占め、MOH の投資的経費は、中央政府

の投資的経費の 8.4%を占める。これらの他に、新型コロナウイルス対策・ワクチン購入費と

して、3,000,000 百万 UZS が財務省の予算として計上されている。 
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表 1-15 2021 年度国家予算 
（単位:百万 UZS） 

予算項目 予算額 

合計 135,800,591 

  経常経費 78,494,964 

  内訳:MOH 3,691,921 

 投資的経費 15,512,397 

  内訳:MOH 1,297,112 

  国家信託基金に繰入れ 15,928,936 

  地方交付金 10,442,955 

  再配分予備費 15,421,338 

出典 : 2021 年度国家予算大統領令 

 

B. MOH の医療支出 
B-1 医療特定事業の支出額の推移 

全国の MOH 管轄の医療施設への医薬品供給、医療施設の建設と機材整備、予防接種

事業、及び、新型コロナ感染症対策事業について、2015 年度から 2020 年度の支出の決

算額と 2021 年度の予算額を、以下の表に示す。 

医薬品供給は、2018 年度に前年度の 2.5 倍程度に急増した後も、大きな増加を継続し

ている。医療施設建設は 2018 年度、2019 年度に急増し、2020 年度に減少したものの高

い水準を維持している。医療機材は、2019 年度の医療施設建設の急増に伴い前年度の 5
倍に突出したが、その後は例年並みに戻っている。かなりの自助努力はしているが、医

療施設建設に設備が追いつかない状況が伺える。予防接種は、急速な強化政策を反映し

て急増している。COVID-19 対策は、海外からの資金援助によるものである。 
 

表 1-16 医療特定事業の支出額の年次推移 
（単位:10 億 UZS） 

特定事業 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

医薬品供給 227.43 376.21 914.89 1,068.45 1,432.00 1,618.00 

対前年増加率(%) 3.8 65.4 143.2 16.8 34.0 13.0 

医療施設建設 553.30 552.65 1,196.10 1,503.50 1,302.00 1,400.00 

対前年増加率(%) 11.8 -0.1 116.4 25.7 -13.4 7.5 

医療機材 40.94 62.20 58.80 305.00 65.00 50.00 

対前年増加率(%) 36.5 51.9 -5.5 418.7 -78.7 -23.1 

予防接種 17.09 42.12 105.85 138.60 131.60 198.60 

対前年増加率(%) 25.6 146.5 151.3 30.9 -5.1 50.9 

COVID-19 対策 ― ― ― ― 5,034.00 3,000.00 

対前年増加率(%)     ― -40.4 

出典 : 質問票への回答 
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B-2 MOH 管轄医療施設への医療費の国庫負担 

MOH の医療システム内の医療施設への医療費の国庫負担額の年次推移を、以下の表

に示す。( )内は対前年増加率(%)である。第一次、第二次医療施設への国庫負担である地

方交付額の合計は、2016 年度の 4 兆 7,790 億 UZS から、2020 年度には約 2.8 倍の 13
兆 1,480 億 USZ に急増しており、MOH の UHC 政策の強化を反映している。内訳のカ

ラカルパクスタン MOH への交付額も、2016 年度の 3,160 億 UZS から、2020 年度には

約 2.9 倍の 9,070 億 UZS へと増加している。MOH 直轄の国立第三次病院への国庫負担

合計は、2016 年度の 6,710 億 UZS から、2020 年度には約 2.5 倍の 1 兆 7,080 億 UZS
となり、国立第三次病院へ昇格した病院数が多かったことを反映している。 

 

表 1-17  地方・国立第三次病院別医療費国庫負担額の年次推移 
（単位:10 億 UZS） 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

地方交付額 小計 4,779 5,803 (21%) 7,095 (22%) 9,832 (39%) 13,148 (34%) 

内:カラカルバクスタン 316 394 (25%) 469 (19%) 666 (42%) 907 (36%) 

国立第三次病院 小計 671 742 (11%) 967 (30%) 1,273 (32%) 1,708 (34%) 

合 計 5,450 6,545 (20%) 8,062 (23%) 11,105 (38%) 1,5856 (34%) 

出典 : 質問票への回答 

  

1-1-3 開発計画 

2016年 12 月 4日の大統領選挙で選出された現大統領は、5年間の任期をカバーする 2017
年 2 月 17 日大統領令第 UP-4947 号「5 分野開発戦略 2017-2021」を公布した。5 分野とは、

I.国家と公共の建設、II.順法と司法改革、III.経済開発と自由化、IV.社会開発、V.安全保障・民

族宗教の調和・外交政策である。 

IV.社会開発分野では「社会保障・保健・女性の活躍」を掲げ、そのうち保健医療については次

頁の 4 戦略が策定されている。 
 

① PHC と救急医療に重点を置いた公共医療改革をさらに推進し、医療施設の資機材と医療

技術の強化により、保健サービスの利便性と質を改善する。 

② 母子保健の質を改善する包括的対策により、ハイテクな医療を提供し、乳幼児の死亡を減

少する。 

③ 製薬業を振興し、国民と医療施設に高品質の医薬品を適切な価格で提供する。 

④ 国民の罹患率を低下し、平均寿命を伸長する。 
 

本計画は、上記①および②の戦略に合致するものである。 
 

「5 分野開発戦略 2017-2021」に基づいた保健開発計画として、2018 年 12 月 7 日大統領令第

YP-5590 号「保健システム開発の構想 2019-2025」が公布された。本構想の 3 つの目標は、次頁

のとおりである。 
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① 疾病予防と治療の改善により、平均寿命を伸長する。 

② 医療の財政システムと組織改革により、医療への経済的および地理的アクセスの平等を保

証する。 

③ 医療施設の管理者が本構想のタスクを実行できるようにし、かつ、医療の質を改善するこ

とにより、医療施設の潜在能力を強化する。 
 

本計画はカラカルパクスタンで実施することで地理的アクセスの平等に貢献し、医療の質改善

を目指す点において、本構想に合致するものである。 

さらに、本構想には以下のとおり 9 つの基本方針が示されている。各基本方針には達成目標

（項目）が示されており、以下に関連する項目を記す（太字部分）。 
 

① 医療の法制度の整備(8 項目) 
② 医療の組織と運営の改善(10 項目) 
・医療機材とスペアパーツに統一基準を導入する。 

③ 保健財政システムの改善(6 項目) 
④ 医療の質と利便性の改善(14 項目) 
・地方において高度医療サービスが利用できるようにする。 
・高度医学教育施設の病院を発展させ、診断と治療の高度技術を導入することで、技術と人

材を強化する。 
・国際標準に基づいた高度な低侵襲手術を実施し、日帰り手術を可能とする。 

⑤ 母子の医療供給システムの改善(7 項目) 
・遺伝疾患、先天疾患、免疫不全等の小児の診断、治療とリハビリテーションのシステムを

改善する。 
・母子に対するマイクロ手術と低侵襲医療を含む高度技術を改善する。 

⑥ 民間医療・官民パートナーシップ・医療ツーリズムの開発(6 項目) 
⑦ 製薬業の振興(9 項目) 
⑧ 医療人材の効果的教育・再教育・高度教育の形成と医学の発展(11 項目) 
・医療シミュレーターと医療用ファントムによるバーチャルリアリティでの実技研修を行

うシミュレーションセンターを教育病院に創設する。 
⑨ IC 技術と e-ヘルスの導入(3 項目) 

 
本計画は、4 つの基本方針で合わせて 7 項目と合致するものである。 
 

1-1-4 社会経済状況 

ウズベキスタンは、人口 3,390 万人、面積 44.7 万㎢の内陸国である。公用語はウズベク語で

あるが、ロシア語も広く利用されている。人口の 8 割をウズベク人が占め、続いてタジク系、カ

ザフ系と続く。宗教は主としてイスラム教である 1。 

カラカルパクスタンは、ウズベキスタン西部に位置するウズベキスタンの自治区である。ソ連

解体後 1991 年にウズベキスタンが独立したのち、1992 年にウズベキスタンの自治区として改組

された 2。かつてカラカルパクスタンはアラル海の豊富な水産資源に恵まれていたが、1954 年の

自然大改造計画により大規模な灌漑農耕地の開拓が行われ、アラル海はかつての 4 分の 1 以下の

面積となった。その結果、塩害や農薬の影響により人々の健康は脅かされ、漁業が壊滅的な打撃

 
1 外務省「ウズベキスタン基礎データ」 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/data.html) 
2 カラカルパクスタン政府 (http://www.karakalpak.com/stangov.html) 
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を受けたことにより、ウズベキスタンの中でもとりわけ貧しい地域となっている現状にある 3。

カラカルパクスタンの実質国内総生産（以下、「GDP」という。）成長率は 2000 年以降大幅な

上昇を見せ、自治区として年々著しい発展を遂げていることが伺える一方、ウズベキスタン全体

に占める GDP の割合は 3.6%程度にとどまっている。カラカルパクスタンの失業率は全国と比較

し大きな相違は見られないが、1人当たりのGDPについては全国から大きな後れをとっており、

依然として地域的に貧しく、発展が遅れていることが読み取れる。 

 

表 1-18  ウズベキスタン及びカラカルパクスタンの実質国内総生産（GDP） 

 ウズベキスタン カラカルパクスタン 
 2000 年 2010 年 2020 年 2000 年 2010 年 2020 年 

GDP 成長率 103.8 107.1 101.7 89.7 112.5 102.1 

GDP 実額 
（10 億ソム） 3,255.6 78,936.62 602,551.4 109.3 2,181.7 21,949.33 

1 人当たりの 
GDP 132.1 2763.7 17,601.90 72.2 1317 11,485.20 

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 

 

表 1-19  ウズベキスタン及びカラカルパクスタンの就労状況 

  ウズベキスタン カラカルパクスタン 

  2019 年 2020 年 増減 2019 年 2020 年 増減 

人口（千人） 33,256 33,905 649 1,870 1,898 28 

労働力人口（千人） 14,876 14,797 -79 782.2 790 8 

雇用者数（千人） 13541.1 13236.4 -304.7 711.3 707.4 -3.9 

失業者数（千人） 1335.3 1561 225.7 70.9 82.6 11.7 

就労率 (%) 68.14  66.04  -2.10  62.86  61.95  -0.91  

失業率 (%) 8.98  10.55  1.57  9.06  10.45  1.39  

出典:ウズベキスタン統計委員会ウェブサイト 

 
  

 
3 Karakalpakstan: A Population in Danger (https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/sites/default/files/attachments/2003-04-
karakalpakstan-report-population-in-danger.pdf) 
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1-2 無償資金協力要請の背景及び概要 
ウズベキスタンでも、世界的な疾病構造の変化同様、近年著しい非感染性疾患（Non-

Communicable Diseases：以下、「NCDs」という。）の増加が問題となっている。現在では全

死因の 84%を NCDs が占め、保健システムの再構築が求められている。 

ウズベキスタン北西部に位置するカラカルパクスタンは、NCDs のなかでは呼吸器系疾患や腎

機能障害の罹患率が全国平均より高いほか、母子保健や感染症による死亡率も依然として高い水

準にある。特に、15 歳未満の循環器疾患に関しては全国平均の 2 倍以上にものぼる罹患率となっ

ており、アラル海域の環境破壊が大きく影響していると考えられる。一方で、医療機器の不備、

医療機関へのアクセスの悪さ、医師の数や経験の不足、救急医療の質の低さが問題となっており、

高度な医療サービスを提供できる小児病院がなく、医療サービスの質の改善及び地域格差の是正

が喫緊の課題となっている。 

カラカルパクスタンにおいては、これまで首都のヌクス市内の国立病院を中心に医療サービス

の提供を行ってきたが、医療インフラ、近代的な医学教育を受けた医療従事者の不足等によって

質の高い医療サービスが十分に提供されておらず、患者がタシケントをはじめとする都市部に診

断・治療を受けに行かざるを得ない状況となっている。そのような状況を改善すべく、ウズベキ

スタン政府は、カラカルパクスタンの医療サービスの改善及び地域医療を担う医療人材の育成目

指し、国立タシケント小児医科大学ヌクス分校（2020 年 2 月に「カラカルパクスタン医科大学」

に改称。以下、「医科大学」という。）の附属病院として新たにヌクス教育病院（120 床、2020
年 2 月に「カラカルパクスタン医科大学病院」に改称、以下、「医科大学病院」という。）を設

立した。本計画は医科大学がカラカルパクスタンの拠点病院及び医学教育拠点としての機能を発

揮するために、質の高い医療機材や医学教育関連機材の追加的整備を行うべく計画されたもので

あり、同政府が目指す保健医療体制の改善に寄与する、優先度の高い事業である。 
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1-3 我が国の援助動向 

 ウズベキスタンに対する我が国の政府開発援助は、1991 年の同国独立および 1992 年の国家承

認に続き、1993 年に研修員受け入れと専門家派遣等をもって開始された。その基本方針は、ウズ

ベキスタンの経済成長の促進と格差是正に向けた支援を実施することとしている。3 つの重点分

野として、(1)経済インフラの更新・整備(運輸・エネルギー)、(2)市場経済化促進と経済・産業振

興のための人材育成・制度構築支援、(3)社会セクターの再構築支援(農業・地域開発、医療・保健)
とされている。医療・保健分野では、無償資金協力と技術協力において、下表の援助実績のとお

りの援助を継続している。 

 

表 1-20  医療・保健分野の援助実績 

年度 援助形態 案件名等 

2021 技術協力 非感染性疾患予防対策プロジェクト     協力期間 : 2021. 2 – 2026. 2 

2015 無償資金協力 医療機材ノンプロジェクト無償資金協力         援助額 : 5.00 億円 

無償資金協力 ナボイ州総合医療センター機材整備計画       援助額 : 6.86 億円 

2010 技術協力 非伝染性疾患予防対策プロジェクト    協力期間 : 2010.10 – 2013.10 

2008 無償資金協力    国立障害者リハビリテーション・センター整備計画  援助額 : 4.41 億円 

2007 無償資金協力 産婦人科研究病院医療機材整備計画         援助額 : 3.67 億円 

2006 無償資金協力 タシケント州及びジザク州一次医療改善計画     援助額 : 5.95 億円 

2004 技術協力 看護教育改善プロジェクト         協力期間 : 2004. 7 – 2009. 6 

2002 無償資金協力 看護教育改善計画                 援助額 : 2.92 億円 

2001 無償資金協力 救急科学センター器材整備計画           援助額 : 7.93 億円 

2000 無償資金協力 小児用ワクチン供給計画              援助額 : 2.04 億円 

1998 無償資金協力 カラカルパクスタン母子病院医療機材整備計画    援助額 : 4.70 億円 

1997 無償資金協力 中部地域母子病院医療機材整備計画         援助額 : 6.76 億円 

1995 無償資金協力 東部地域母子病院医療機材整備計画         援助額 : 4.00 億円 

1994 無償資金協力 小児科医療機材整備計画              援助額 : 6.50 億円 

出典 : 外務省「国別援助実績」 
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1-4  他ドナーの援助動向 
MOH の施設・機材案件に協力している他ドナーのプロジェクトは、以下の表のとおりである。 

 
表 1-21 他ドナーの協力プロジェクト 

国 / 援助機関 援助形態 プロジェクト名/ 内容 協力

期間 
金額 

(百万 US$) 

KOFIH (Korean 
Foundation for 

International Health) 
有償資金協力 

国立小児医療センター創設 
・タシケント市ヤシュナバット区に建設と機

材供与 

2016-
2020 120 

KOICA 無償資金協力

と技術協力 

・上記センター内のシミュレーション学習セ

ンターに機材供与 
・韓国で研修、リモート研修、専門家派遣 

2020-
2022 2 

KfW 無償資金協力 
医療シミュレーション学習センター創設 
・スルハンダリア州テルメズ市に建設と機材

供与 

2020-
2023 17.5 

GIZ 技術協力 ・上記センターの卒前・卒後研修に技術支援 2023- 2 

GIZ 技術協力 保健セクターディジタル化改革 2020-
2022 1.5 

欧州委員会(EC)/教育・

文化総局(EACEA) 無償資金協力 

Erasmus+プロジェクト(高等教育機関に高

度実験機材を供与) 
・ヌクス教育病院にリハビリテーション機材

供与 

2020 €53,119.- 

UAE 無償資金協力 ヌクス母子病院創設 2019-
2021 7.0 

IDA 有償資金協力 

救急医療サービス改善 
・建設と機材供与 
・情報通信システムの改善 
・入院前救急処置システムの改善 

2018-
2024 100.0 

SDF (Saudi 
Development Fund) 有償資金協力 ・国立研究医療センター数か所に最新高度医

療機材を供与 
2015-
2020 20.0 

IDB (Islamic 
Development Bank) 有償資金協力 ・州疫学・感染症・寄生虫症研究医療センター

に臨床検査機材を供与 
2015-
2020 17.4 

KFAED (Kuwait Fund 
for Arab Economic 

Development) 
有償資金協力 ・医科大学病院と国立病院に最新高度医療機

材を供与 
2016-
2020 21.5 

ADB 有償資金協力 ・一次医療施設の施設と機材の改善 2018-
2021 45.0 

KFAED 有償資金協力 ・泌尿器病院に医療機材と人工透析機材を供

与 
2019-
2022 23.1 

中国 無償資金協力 ・地域病院に MRI を供与 2020- 10.9 

中国 無償資金協力 ・6 地域病院に医療機材供与 2020- 21.5 
出典 : 質問票への回答 

2019 年 10 月 10 日大統領令「ドナーとの協力について」 
2020 年 1 月 9 日大統領決議「2020-2022 年投資プログラム実施規則」 
ドナーのウェブサイト 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章  プロジェクトを取り巻く状況 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 
2-1-1 組織・人員 
(1) MOH 
  ウズベキスタン及びカラカルパクスタンの MOH 組織図は、以下のとおりである。カラカル

パクスタンには独自の行政機構があるものの、主管庁はウズベキスタン MOH であり、カラカ

ルパクスタンはウズベキスタン政府の法令に準拠している。本計画における監督官庁・実施機

関もウズベキスタン MOH となる。 

図 2-1 ウズベキスタン MOH 組織図 
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図 2-2 カラカルパクスタン MOH 組織図 

 
(2) カラカルパクスタン医科大学病院 

カラカルパクスタン医科大学病院の組織図は、以下のとおりである。外来は 15 の専門科があ

り、入院病棟はそれぞれ 24 床の脳神経外科病棟、小児心臓外科病棟、小児外科病棟、小児整形外

科病棟および思春期婦人科病棟を有する。医療機材の維持管理のため医療機材維持管理課を設置

し、医療機材及び教育用機材のメンテナンスを担当する人材が配置される予定である。 

 
図 2-3 カラカルパクスタン医科大学病院組織図 

 

地区(市)医師会

財務・経済課 (2名)

保健インフラ
建設課(3名)

主席専門官
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衛生疫学監視・公衆衛生局
(国の出先組織)

医療質管理課 (3名)
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主席人事専門官 (1名)

主席法律顧問 (1名)

公衆衛生第二課

保健大臣 内部監査・会計監査 (2名)

主席副大臣
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薬局
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(3) カラカルパクスタン医科大学病院の人員 

医療従事者を含む職員については、以下の表のとおりの定員計画を MOH に申請中である。国

立の三次病院に必要な専門医が充実した配置となっている。医療機材維持管理課には、技術管理

職 1 名、専門技術職 4 名が配置される予定である。酸素ステーションには、酸素技術者 4.5 名が

配置される予定である。なお、薬局、給食室及び洗濯室については、業務委託することとしてお

り、定員に含まれていない。 
 

表 2-1 カラカルパクスタン医科大学病院の定員計画 

職   種 定員 

院長・副院長 3 

部長医師 10 

専門医師 67.5* 

一般医師 2 

医師 小計 82.5* 

看護師長 12 

看護師 159.75 

補助看護師 106.5 

看護師 小計 278.25 

技術専門・管理職 10 

技術作業員 2.75* 

技術職 小計 12.75* 

事務専門・管理職 2 

事務職 6 

事務作業員 2 

事務職 小計 10 

合 計 383.5 
出典 : 定員計画書、2021 年 9 月 16 日付 
*注) 定員の端数は時間勤務または併任分担分 
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(4) カラカルパクスタン医科大学の組織図 

図 2-4 カラカルパクスタン医科大学組織図 

 

2-1-2 財政・予算 

 医科大学病院の 2020 年度予算は以下の表のとおりである。人件費は、予算要求当時の定員計

画に基づくものである。予算実績については新設の病院であるため、2020 年の 1 年分となってい

る。 
 

表 2-2 カラカラパクスタン医科大学病院 2020 年度予算 
(単位：1,000 UZS) 

予算項目 予算額 

  給与 3,206,636 

  福利厚生 801,659 

人件費 4,008,295 

 公共サービス(電気、水道等) 1,357,160 

  食料 920,000 

 医薬品 1,200,000 

 資材 200,000 

  調理器具、他の器材 950,000 

運営費 4,627,160 

合計 8,635,455 

出典 :  質問票回答 

 

医科大学病院の開院に伴い、2021 年度(11 月、12 月の 2 ヵ月分)医療費国庫負担の予算を、下

表のとおり申請している。仮定と、計算式を併せて以下に示す。稼働状態をフル稼働時の 50%と

し、2 ヵ月分で 10 億 815 万 UZS である。 
 
 
 
 

学生生活部
学科(複数) 学科(複数) 学科(複数) 学科(複数)

教育機材部 学籍判定・学籍簿部

医学部 小児医学部 歯学・薬学部 看護・医療職学部
学生寮 国際協力部

大学病院臨床データ部 保守・管理サービス部 人事第一・第二課

法律顧問

広報官

情報技術センター 編集発行部 健康・安全部 就職部

教育・科学部 科学研究・技術革新部門 臨床データ部 計画・財務部 監理・内部管理部

修士課程部 科学革新商業課 カラカルパクスタン医科大学病院 会計部 人事部

情報・資料センター 学生による研究推進課

大学評議会 学長 大学理事長

教育・倫理担当副学長 研究・革新担当副学長 医療担当副学長 事務局長 教育の質管理部
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表 2-3 カラカルパクスタン医科大学病院 2021 年度医療費国庫負担予算 
                       (単位：1,000 UZS) 

入 院 974,500 

外 来 33,600 

合 計 1,008,150 

    出典 :  質問票回答 

 

 【仮定と計算式】 
1.入院  病床占有率: 50%、病床年間稼働日数: 310 日、平均入院日数: 8.5 日、 

   平均医療費 2,670 (1,000UZS) 
       年間入院患者数 = 120 x 0.5 x 310 / 8.5 = 2,188 
             2 ヵ月入院患者数 = 2188 x 2 /12 = 365 
       入院医療費 = 365 x 2,670 = 974,550 

    2.外来  フル稼働時の 1 日の外来患者数: 80 人、稼働率: 50%、月間開所日数: 21 日 
        平均医療費 20 (1,000UZS) 
             2 ヵ月外来患者数 = 80 x 0.5 x 21 x 2 =1680 
             外来医療費 = 1680 x 20 = 33,600 

  
2-1-3 教育病院としての機能 

医科大学病院が開院すれば、同医科大学の学生の実技研修および臨床研修が実施されるこ

とになる。医科大学の学生数は、以下の表のとおりである。 

一般医で学年が下がると学生数が増大するのは、入学者数が 1915 年の 80 人から、2020 年

の 191 人へと増加してきたからである。5 年課程の薬剤師コースが 2017 年に、4 年課程の医

生物学コースが 2019 年に、4 年課程の伝統医学コースが 2020 年に、それぞれ開始され、多

職種協働医療（Multidisciplinary Medicine）に向けた教育体制が構築されてきている。 
 

表 2-4 2020 年度の養成コース別年別学生数 

養成コース 学生数 (人) 養成コース 学生数 (人) 

一般医 

6 年課程 

1 年生 191 小児科医 

6 年課程 

1 年生 91 

2 年生 113 2 年生 57 

3 年生 111 3 年生 75 

4 年生 83 4 年生 46 

5 年生 77 5 年生 67 

6 年生 75 6 年生 58 

小計 650  小計 394 

公衆衛生医 

5 年課程 

1 年生 56 歯科医 

5 年課程 

1 年生 64 

2 年生 53 2 年生 47 

3 年生 52 3 年生 72 

4 年生 49 4 年生 53 

5 年生 53 5 年生 51 
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小計 263 小計 287 

薬剤師 

5 年課程 

2017 年開始 

1 年生 73 学士看護師 

3 年課程 

1 年生 31 

2 年生 55 2 年生 18 

3 年生 27 3 年生 36 

4 年生 49 小計 85 

小計 204 医生物学 

4 年課程 

2019 年開始 

1 年生 27 

伝統医学 4 年課程 1 年生 30 2 年生 12 

  

2020 年開始 小計 30  小計 39 

出典 : 質問票への回答 

 

  医科大学では、すでに小児科医と放射線医の 3 年課程の修士コースが開設され、専門医

の育成をしている。今後、外科、脳神経外科等の専門医養成修士コースを設置する計画であ

り、準備を進めている。 
 

表 2-5 2020 年度の養成コース別年別大学院生数 

修士課程コース名 1 年生 2 年生 3 年生 合計 

小児科医 1 2 4 7 

放射線医 1 2 0 3 

出典 : 質問票への回答 

 

2-1-4 既存施設・機材 
(1) 機材 
MOH による調達予定機材 

医科大学病院に整備される医療機材は、MOH が主体となり整備を進める機材と本計画に

より整備される機材とに分かれている。MOH が調達する医療機材は基本的な機材が中心と

なっている。一方で、本計画では高度医療機材を中心に調達することとしている。MOH によ

り整備される機材は順次整備されている状況であるが、病院、外来クリニック共に全館が開

院できる状況には至っていない。現地調査では、医学大学病院へ直接訪問することは叶わな

かったため、テレビ会議システムを使用して、病院の状況を確認した。 

次頁に、MOH が整備する機材リストをまとめる。 
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表 2-6 MOH 整備の機材リスト 

血圧計 蒸留水製造装置 

聴診器 耳鼻咽喉科用器具セット 

パルスオキシメーター 喉頭手術器具セット 

1.5T MRI 小児用外科手術セット 

12 誘導心電図 小児外傷・整形外科用手術器具セット 

生化学分析器 軟性用内視鏡洗浄装置 

手術灯 車椅子 

手術用吸引装置 搬送用ストレッチャー 

蒸気滅菌器 除細動器 

洗濯機（50kg) 電気治療器 

乾燥器（25 kg) 輸液ポンプ 

スパイロメーター 滅菌用丸形ボックス(フィルター付き) 

32 チャンネル脳波計 縫合糸 

実験用遠心分離機 遠隔用医療システム 

血液用冷蔵庫 電子カルテ、等 

 
(2) 施設・インフラ 

医科大学病院は 2017 年から建設が始まり、2020 年に建物はおおよそ完成した。現在、一

部の機材の据付に関わる部分の工事がまだ終わっていないため、機材への設備の接続などが

未完の状態で、順次 MOH から調達される機材の据付に伴って工事が完了する。病院は、ポ

リクリニック棟と専門病院棟が主な病院施設であり、敷地内にサービス部門（ランドリー

/CSSD、酸素ステーション、ドミトリー、教育棟など）が配置されている。 

ポリクリニック棟は、地下 1 階、地上 4 階建て、外来診察、検査ラボ、教育部門が配置さ

れている。専門病院棟は、地上 3 階建て、小児専門部門、手術部門、画像診断部門、教育部

門が配置されている。 
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図 2-5 医科大学病院配置図 

 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 
電力事情 

ヌクス市街では、年間 10 回程度の停電が発生しており、冷暖房の需要が伸びる時に特に停

電するが、ヌクス市街に電力を供給している変電所の能力不足、計画停電などが主な原因で

ある。病院に供給されている電力は市街の 2 つの変電所から供給されており、計画停電時に

1 つの変電所からの電力が停止しても、もう一方の変電所から電力が供給されるため、市街

の停電頻度と比較して病院の停電は少ない。ただし、発電所から供給される電力の許容量を

超えて使用する場合や、発電所の設備の不具合などで発生する停電の場合には、病院も停電

する。1 回の停電時間は、まちまちだが、長い停電で 5～6 時間程度である。病院には発電機

が設置されており、停電時には、手術部門、ICU 部門、エレベーター、非常用照明に電力が
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供給される。 

2021 年 4 月 16 日に病院で計測した電圧測定結果は、午前 10 時頃の 224.5V が最小値で、

深夜3時頃の234.7Vが最大値となった。公称電圧220Vより高めの電圧であるが、220V±10％
以内なので問題はない。病院建設の電気工事をおこなった会社へのヒアリングによると、電

力需要が逼迫する時期は電圧が高くなることもあるということである。 
 

 
図 2-6  電圧測定グラフ 

 
給水設備 

医科大学病院の給水は、公共水道に接続され、給水ポンプを経由して各建物に供給されて

いる。水質検査結果は下表のとおり。なお、本計画の調達予定機材には、下表の水質による

影響は生じない。 
 

表 2-7 医科大学病院の水質状況 

項目 １L あたりの含有量 項目 １L あたりの含有量 

 測定値 日本の水道水基準値  測定値 日本の水道水基準値 

Na 132 <200 CL 133 ＜200 

Ca 100 ＜300 NO2 ＜0.01 ＜0.04 

Mg 42 ＜300 Hardness 8.5 ＜300 

Fe3 ＜0.3 ＜0.3 pH 7.9 5.8＜8.6 

Fe2 ＜0.3 ＜0.3    
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2-2-2 自然条件 

 カラカルパクスタン地域は砂漠気候に属し、年間を通じて気温差が大きく、降雨量が少なく乾

燥している。夏季は 6 月～10 月で、晴天の日が続き、気温が 35 度を超えることも多い。冬季は

11 月～5 月で、寒い日が続き、雨や雪は比較的よく降るもののまとまった量とはならない。 
 

表 2-8 ヌクス市の平均気温及び降水量 
 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均最高気温(℃) 0.7 4.0 11.7 21.7 28.7 34.5 36.2 34.3 27.9 19.4 10.0 3.1 

平均最低気温(℃) -7.5 -6.0 -0.1 8.2 14.2 19.1 21.3 18.9 12.0 4.9 -0.8 -5.5 

降雨量(mm) 10.9 7.9 17.7 15.3 12.6 4.0 1.4 1.7 2.6 7.5 10.8 12.1 

 

2-2-3 環境社会配慮 

日本側負担による機材調達およびウズベキスタン側負担による機材据付対象施設における既存

機材の移動、改修工事、設備工事による、環境・社会的影響は発生しない。したがって、「国際

協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月）上、環境への好ましくない影響は最小限で

あり、カテゴリ分類は「C」と判断される。 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章  プロジェクトの内容 
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第 3 章 プロジェクトの内容 
3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 プロジェクトの概要 

本計画は上記のプロジェクト目標を達成するために、カラカルパクスタン医科大学及び医科

大学病院に対して、医療機材及び教育機材の整備を実施する。 

本計画にて整備する機材の計画概要は次頁のとおりである。 

 

《機材》 
表 3-1 協力対象事業の概要 

区分 主な診療部門と機材 

医療機材 機材整備対象部門：画像診断部門、手術部門、臨床検査部門、中央滅菌室、外来部門 
機材：CT、超音波診断装置、C アーム、腹腔鏡手術内視鏡セット、子宮鏡手術内視鏡

セット、関節鏡手術内視鏡セット、人工呼吸器、凝固電気手術器、微生物同定装置、

免疫分析装置、プラズマ滅菌器、検診車、等 
教育機材 機材整備対象部門：シミュレーションセンター（仮称） 

機材：腹腔鏡手術シミュレーター、軟性内視鏡シミュレーター、新生児用シミュレー

ター、バーチャル患者治療シミュレーター、蘇生シミュレーター（成人・小児）、バー

チャル 3D 解剖台、生理学バーチャルシミュレーター、等 

 

《ソフトコンポーネント》 

本計画ではソフトコンポーネントを実施し、メンテナンス部門のエンジニア及び各部門の医

療従事者を対象に日常点検やメンテナンスにかかる技術指導を行う。 

 

《機材保守サービス》 

故障時に患者の検査や治療、病院の診療機能に影響を与える可能性が有り、長期の保守管理

が不可欠な機材に対し、1 年間の無償保証期間が満了した後、2 年間の定期的点検とオンコー

ルサービスを付与する（修理部品、定期的交換部品を含む）。一方で、ユーザー側の瑕疵で故

障した際の修理部品や試薬、使い捨て部品などの消耗品については全てユーザー負担とする。 
  



28 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

本計画は、カラカルパクスタンにおける医療サービス提供・人材育成の拠点となる医科大

学病院に対して、医療機材及び教育機材の整備を通じて医療サービス提供体制と医学教育水

準を高め、もってカラカルパクスタンの住民の健康増進を図るものである。したがって、機

材計画においてもこの前提条件に基づいた計画を策定する。 

 
(2) 自然条件に対する方針 

ヌクス市は砂漠気候であり、年間を通じて気温差が大きく冬には氷点下となる厳しい気候

条件であるが、本計画で整備する機材は主に室内で使用されるため、使用環境（温度、湿度）

による機器への影響は無い。一方、検診車については、季節を問わず屋外で使用されるため、

搭載医療機材に外気温度の影響が出ないよう、車体の断熱及び車両内へ冷暖房の設備を計画

する。 

 
(3) 社会経済条件に対する方針 

ヌクス市街では、年間 10 回程度の停電が発生する。病院には 2 つの変電所からの電気供

給があるため市街の停電頻度と比較すると停電の頻度は少ないが、電気需要が供給量を超え

る場合には病院も停電が生じる。 

このような停電の頻度や電圧変動の状況から、本計画では自動電圧調整装置（Automatic 
Voltage Regulator: AVR）や無停電電源装置（Uninterruptible Power Supply: UPS）を計画

に含め、停電による医療活動の中断や電圧変動による機材の故障を可能な限り避けることと

する。 

 
(4) 調達事情に対する方針 

本計画においては、日本製品に限定すると対象機材のメーカー数が限られるため、適正な

競争が成立せず、公正な入札が確保されない恐れがある。よって、第三国製品も含めた対応

とする。また、現地代理店におけるアフターセールスサービスが可能な日本製品及び第三国

製品を調達する計画とする。 

第三国製品は、ウズベキスタン市場において調達が可能であり、アフターサービス体制や

機器の普及状況を重視することとする。DAC、OECD 加盟国に本社を置くメーカーの製品に

限定するなど、一定の制限を設け、機材の品質も確保することとする。 

タシケント市内にある現地代理店は、本計画の整備対象機材のほとんどについて調達経験

があり、修理などの対応が可能な技術者も有している。スペアパーツ等の在庫状況について

は、交換頻度の高い部品の在庫はあるものの、直接メーカーから取り寄せる場合でも、1～2
週間程度で入手可能である。 
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(5) 現地業者の活用に係る方針 

タシケント市には整備対象機材のメーカーの代理店が多く存在し、機材の操作や設置にあ

たって十分な技術や経験を有する技術者がいることを確認している。これら代理店ではスペ

アパーツの供給やアフターセールスサービスも行っており、本計画の整備対象機材について

も、現地に代理店を持つメーカーに限定することで、機材引渡し後の修理、交換部品の迅速

な調達を図る。 

本計画で調達される機材の適切な運営・維持管理を確保するため、画像診断機器、内視鏡

等機材の保守サービスが必須と判断される機材（20 アイテム）については、引渡し後 1 年間

のメーカー保証期間満了からさらに 2 年間、日本側負担による現地代理店を活用した保守

サービス契約を計画する。 

 

(6) 運営・維持管理能力に対する対応方針 

MOH の組織には、全国の公立病院を対象に医療機材のメンテナンスを行う部門

（Republic Center for Medical Equipment Maintenance）があり、当該組織が医科大学病

院のメンテナンスも実施することになる。さらに、医科大学病院との協議を通じて、病院独

自にエンジニアの配置を計画していることが確認されている。現在、医科大学病院内に施設

や機材のメンテナンスを担当しているエンジニアは 1 名であるが、病院及び外来クリニック

が開院されれば、エンジニアの増員を行う計画であることも確認された。 

教育機材については、これら機材を専門とするエンジニアの配置の必要性はないが、特に

バーチャルシミュレーターなどは高額かつ精密な機材であるため、メーカーが推奨する日常

点検や定期点検を確実に実施しなければならない。従って、医療機材の保守管理に対応でき

るエンジニアに、教育機材に必要な保守管理手法のトレーニングを受けさせることで、対応

が可能であると考える。 

本計画は新規に整備される機材の調達であり、機材の操作に精通しているエンドユーザー

が少ないため、引渡し時にはメーカー代理店技術者による初期操作指導、運用指導を実施す

る。また、日常点検と定期点検、そして機材管理手法の標準化を図るなど、調達機材の保守

管理に必要な支援（ソフトコンポーネント）を行い、運営維持管理能力の向上を図る。 

 
(7) 機材のグレードの設定に係る方針 

 1）医療機材 

機材グレードの設定に関しては、医科大学病院の医療活動内容と、求められる医療レベル、

類似した医療施設の機材整備状況等を考慮のうえ設定する。また、新設される医科大学病院

の医療機材メンテナンス部門や現地代理店によるメンテナンス体制と技術レベル、交換部品

や消耗品の調達経路について十分に検証の上、調達機材が適切に継続的に活用されるよう計

画する。 
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 2）教育機材 

教育機材については、医科大学の学生、医科大学病院の医療従事者の診断・治療技術レベ

ルの向上を図るため、主に内視鏡下手術の手技及び救急患者の迅速かつ適切な診療技術を習

得するために必要なシミュレーション機材を計画する。機材グレード設定の基本的な考え方

は医療機材に準じるが、特に医科大学病院が策定した医療従事者教育カリキュラムに基づき、

最優先事項に掲げている診療科目に則したシミュレーションを行うための機材を計画する。

また、維持管理に関しては、他の医療従事者養成施設などで既に導入されているシミュレー

ターの活用状況及び現地代理店における維持管理状況を十分に確認の上、調達機材が支障な

く継続的な活用が出来るよう計画する。 

同大学では、カラカルパクスタンの国立第三次病院として機能するのに必要となる医師、

看護師などの医療従事者育成を行うため、特に下記の領域において、患者の診断、検査及び

治療技術の向上を目的とした教育カリキュラムを策定している。 
 

① 外科、② 外傷学と整形外科、③ 泌尿器科、④ 小児科、⑤ 眼科、⑥ 血液学、

⑦ 産科学と婦人科学、⑧ 耳鼻咽喉科、➈ 歯科、➉ 腫瘍学と小児腫瘍学、⑪ 内科、

⑫ 内分泌学、⑬ 脳神経外科、⑭ 麻酔・蘇生学など 

 

以上の専門科目のうち、今回は、医科大学病院の教育関連スタッフと再三の協議を経た結

果、外科、外傷学と整形外科、小児科、婦人科学、麻酔・蘇生学の各分野において、同病院に

従事予定の医学生と医療従事者の診断、治療の実践スキルの向上と強化を最優先課題と位置

づけた。また、同カリキュラムの中では、実践的スキルの向上を重要課題としており、同課

題に基づき、教育用機材の必要性を強調している。 

下記に、今回特定された診療分野におけるカリキュラムでの方針と選定された教育機材の

整合性を整理した。 
 

表 3-2  医科大学のカリキュラムと対象整備機材 

診療分野 カリキュラム中の特記すべき事項 対象となる教育機材 

外科 低侵襲性治療の一環として、腹腔鏡下検査・手術

の手技の向上を目的として、実践スキルを習得

することとしている。 
また、消化器系（胃、十二指腸、結腸等）の確実

な診断、治療の技術を強化する。これらの実践ス

キル習得においては、シミュレーター、ファント

ム、マネキン等を用いて反復練習を行うことと

している。 

 腹腔鏡手術シミュレーター 
 軟性内視鏡シミュレーター 

外傷学・整形外科 外傷・整形外科の中でも特に腰と膝の関節損傷、

脛骨と繊維の損傷、筋骨格系全般の損傷におけ

る診断、検査及び治療の手技的技術向上のため

の実践スキルを習得する。 
そのためにシミュレーター、ファントム、マネキ

ンを活用することが推奨されている。 

 関節鏡シミュレーター 
 胸部外傷用シミュレーター 
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小児科 小児患者の適切な診断、検査の中でも特に心音、

脈拍、直腸温測定などの基本的なバイタルサイ

ンの測定手技の習得を図るため、マネキン等を

活用したシミュレーションによる実習を行うこ

ととする。 

 小児科用シミュレーター 

産科学・婦人科学 婦人科学では、特に子宮や卵巣などの診断、治療

及び予防の実践スキルの習得のためにシミュ

レーター、マネキンなどのツールを活用した実

習を行うこととする。 

 婦人科用内視鏡シミュレーター 

麻酔学・蘇生学 麻酔学では、麻酔の方法と種類、原理などの基礎

的知識と麻酔器の取り扱いに必要なスキルの習

得のためのシミュレーション実習を行う。また

蘇生学では、救急対応処置として、気道確保、中

毒患者への対応、急性呼吸不全、アンブバッグの

使用法及び心臓マッサージなどの手技習得にシ

ミュレーター、マネキンを用いることとする。 

 患者シミュレーター 
 蘇生シミュレーター 

内科学・生理学全般 医療従事者の基本的実践スキルの向上を目的に

人体解剖学、生物学、病理学的生理学の実践スキ

ルを習得するために、ビデオ画像、教育マニュア

ルなどのツールを用い、教官とのディスカッ

ションを通した実習を行うとしている。 

 バーチャル患者治療シミュレー

ター 
 バーチャル 3D 解剖台 
 生理学バーチャルシミュレー

ター 

 

(8) 調達方法、工期に係る方針 

計画機材には精密で繊細な機器が多いため、通常の使用をする上で、その品質と精度を確

保できる機器を選択するとともに、その設置にあたっては、各機材に精通した技術者によっ

て設置・機器の調整が実施されるよう計画する。本計画の実施にあたっては、日本の無償資

金協力における医療機材調達の経験が豊富な業者により調達が行われるよう、十分に配慮す

る。また、本計画は機材設置場所の確保や据付け前工事を行う必要があり、機材の調達、設

置などのスケジュールは先方負担の準備工事や上記の据付け前工事の進捗状況に合わせて、

適切に計画する。 

 

(9) ジェンダーに係る方針 

本計画の病院側タスクフォースはジェンダーバランスのとれた構成となっており、両者の

視点を十分に反映させながら協議を進めることができている。医科大学病院は 1 歳から 18 
歳までを診察対象としていることから、授乳スペースの確保や思春期にある患児への配慮し

た空間づくりなどが必要となる。これを踏まえ、機材を設置するポリクリニックや入院棟に

おける授乳スペースやパーテーションの設置、一定年齢以上の患児の病室は分けるなどの対

応を病院側に提案する。 
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3-2-2 基本計画 
(1) 全体計画 

基本的な医療機材は MOH により整備される計画であるが、高次医療施設に必要な高度医

療機材及びコンピュータを使用するシミュレーター等は本計画にて整備される計画である。

計画機材は小児科領域の診療に必要な医療機材及び教育機材であり、カラカルパクスタンに

おける第三次医療施設として機能するために必要な機材を整備する。 

 
(2) 機材計画 

1）整備対象機材の検討 

最終要請機材リストに記載されている機材は、機材内容や数量、配置場所、優先度につい

て各診療科の担当医と慎重に協議・検討・確認を行っており、妥当性の高い内容となってい

る。国内解析では、現地踏査にて得られた既存機材の整備状況や使用状況、施設平面図（案）

を基に各機材の検証を行い、機材計画に反映させた。 

整備対象機材の絞り込みについては、下記の評価基準に従い、それぞれの項目について、 

○: 適合/合致している  
△: 懸念される点はあるものの、概ね適合/合致している  
×: 適合/合致していない  

の 3 段階で評価を行った。（評価詳細は添付資料参照） 
 

表 3-3  機材選定の評価基準 

機材の選定基準 

全機材共通 

① 病院の財務状況、技術、メンテナンス能力に整合した機材であること。 

② 運用にあたって、過度な負担を必要としない機材であること。 

③ 消耗品、交換部品が入手可能であること。 

④ 機材を設置する諸室が整備されていること。 

医療機材 

① 臨床用機材であること。（研究用機材は対象外。） 

② 対象機材を利用すべき患者が十分に見込める機材であること。 

③ 現在の診療活動（位置づけ、機能等）に整合した機材であること。 

（将来計画の場合は具体的な実施計画を確認の上、検討。） 

④ 患者体内に留置する各種インプラントの製造を目的としないこと。 

教育機材 

① 教育機材であること。 

② カリキュラムおよび診療部門の診療活動に整合していること。 

③ 対象機材を利用すべき医師、学生が十分に見込める機材であること。 
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2）機材数量の検討 

上記基準により選定された計画機材に対し、機材毎に使用頻度、今後医療活動／教育活動、

主要諸室の規模設定等を勘案し、数量を算定した。 
 

3）計画機材 

上記検討の結果、選定された計画機材リストを以下に示す。 
 

表 3-4  医療用要請機材リスト 

No. 機材名 数量 

1 128 スライス CT 1 
2 超音波診断装置 3 
3 検診車 1 
4 C アーム 1 
5 微生物同定装置 1 
6 免疫分析装置 1 
7 耳鼻咽喉科手術内視鏡セット 1 
8 腹腔鏡手術内視鏡セット 1 
9 子宮鏡手術内視鏡セット 1 

10 コルポスコープ 1 
11 関節鏡手術内視鏡セット 1 
12 人工呼吸器 1 
13 顕微鏡付き耳鼻科ユニット 1 
14 プラズマ滅菌器 1 
15 洗浄殺菌装置セット 1 
16 凝固電気手術器 3 
17 ユニバーサル手術顕微鏡 1 
18 骨手術器 1 

 
表 3-5 教育用要請機材リスト 

No. 機材名 数量 

19 腹腔鏡手術シミュレーター 1 
20 軟性内視鏡シミュレーター 1 
21 新生児用シミュレーター 1 
22 婦人科用内視鏡シミュレーター 1 
23 バーチャル患者治療シミュレーター 1 
24 患者シミュレーター（成人・小児） 1 
25 蘇生シミュレーター（成人・小児） 1 
26 関節鏡手術シミュレーター 1 
27 バーチャル３D 解剖台 1 
28 胸部外傷用患者シミュレーター 1 
29 生理学バーチャルシミュレーター 1 
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4）メーカー保証期間満了後の保守サービス契約 

機材の納入後機材に不具合が生じ、機材が使用されない状況になるのを防ぐため、本計画

では、一部の機材に対し納入後 3 年間メンテナンスサービスを計画する。通常のメーカー保

証期間（1 年）満了からさらに 2 年間のオンコールサービスおよび定期点検を日本側負担で

付帯する。また、この保守サービス契約には、スペアパーツや修理部品の交換も含める。 

保守サービス契約対象機材の選定基準は、①故障が治療に大きな影響を及ぼす機材、②現

地代理店の技術者のみが修理できる機材とする。1 年あたりの保守サービスの内容は下記の

とおりである。 
 

表 3-6  保守サービス契約対象機材と内容 

機材 
番号 機材名 数量 定期点検 

回数/年/台 
オンコール回 
数上限/年/台 

メーカー補償 
延長/年/1 年 

1 128 スライス CT 1 式 4 無制限 - 
2 超音波診断装置 3 式 2 無制限 - 
3 検診車 1 式 1 - - 

3-1 検診車用モバイル X 線撮影装置 1 式 - - 1 
3-2 モバイル超音波診断装置 1 式 2 無制限 - 
3-3 検診車用モバイル ECG 1 式 2 無制限 - 
3-4 検診車用患者モニター 1 式 2 無制限 - 
4 C-アーム 1 式 2 無制限 - 
5 微生物同定装置 1 式 2 無制限 - 
6 免疫分析装置 1 式 2 無制限 - 
7 耳鼻咽喉科手術内視鏡 1 式 1 無制限 - 
8 腹腔鏡手術内視鏡セット 1 式 1 無制限 - 
9 子宮鏡手術内視鏡セット 1 式 1 無制限 - 
11 関節鏡手術内視鏡セット 1 式 1 無制限 - 
12 人工呼吸器 1 式 2 無制限 - 
14 プラズマ滅菌器 1 式 2 無制限 - 
15 洗浄殺菌装置セット 1 式 2 無制限 - 
16 凝固電気手術器 4 式 1 無制限 - 
17 ユニバーサル手術顕微鏡 1 式 1 無制限 - 
18 骨手術器 1 式 1 無制限 - 
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3-2-3 概略設計図 

 
図 3-1 主要据付機材配置位置図 

 

  
図 3-2  128 スライス CT レイアウト図 

 

 
図 3-3  プラズマ滅菌器、洗浄殺菌装置セット レイアウト 
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3-2-4 調達計画 

3-2-4-1 調達方針 

本計画は、日本政府により閣議承認され交換公文（Exchange of Notes：E/N）および贈与契

約（Grant Agreement：G/A）が署名された後、正式に実施される。E/N、G/A の署名後、速や

かにウズベキスタン実施機関とコンサルタントがコンサルタント契約を結び、計画の詳細設計

業務を行う。詳細設計後、機材調達業者選定のための入札が行われ、落札した業者とウズベキ

スタン実施機関の間で契約が締結されたのち、機材納入・据付が実施されることとなる。 

 
(1) 事業実施体制 

1）ウズベキスタン側実施体制 

本計画の責任機関及び実施機関はウズベキスタン MOH であり契約当事者となる。医科大

学病院は MOH の監督の下でウズベキスタン側負担工事を分担して実施する。 

 
2）JICA 

JICA はウズベキスタン実施機関との間で G/A を締結し、本計画が無償資金協力の制度に

従って適切に実施されるよう実施監理を行う。 

 
3）コンサルタント 

両国政府による E/N、G/A の締結後、コンサルタントは、日本国の無償資金協力の手続き

に従い、直ちにウズベキスタン実施機関とコンサルタント契約を結ぶ。この契約に従い、以

下の業務を実施する。 

 
① 詳細設計：計画内容の最終確認、詳細設計図書（計画に含まれる機材に関する仕様書や

その他の技術資料）作成等の詳細設計業務 
② 入札業務：実施機関が行う機材調達業者選定のための入札･契約に関する業務（入札図書

作成、入札業務、入札評価、業者契約） 
③ 調達監理：機材調達、納入、据付、操作指導、保守管理指導に対する監理業務 
④ 契約満了前検査：引渡し1年後の機材の瑕疵検査への立会い・確認業務 
⑤ 保守サービスの監理：保守サービスの実施状況と機材状況の確認業務 

 

「詳細設計」とは、協力準備調査報告書に基づき機材計画の詳細を決定し、それらに関す

る仕様書、入札条件書、及び機材調達に関する契約書案等からなる入札図書を作成すること

を示し、機材調達に必要な費用の見積りも含まれる。また実施機関が行う機材納入・据付業

者の入札による選定への立ち会い、契約に必要な事務手続きおよび JICA への報告等に関す

る業務を実施する。 
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「調達監理」とは、機材納入・据付業者が実施する業務について、契約書どおりに実施さ

れているか、契約内容の適正な履行を確認する業務を指す。さらに、計画実施を促進するた

め、公正な立場に立ち、関係者に助言、指導、関係者間の調整を行うもので、主たる業務内

容は下記のとおりである。 
 

① 機材納入・据付業者より提出される機材仕様書その他図書の照合および承認手続き 
② 納入される機材の数量、品質・性能の出荷前検査及び承認 
③ 機材の納入・据付、取扱い説明の確認 
④ 据付前工事進捗状況の把握と報告 
⑤ 機材の完成検査および引渡しへの立会い 

 

コンサルタントは、上記業務を遂行する他、日本政府関係機関に対し、本計画の進捗状況、

支払手続き、完了引渡しなどについて報告を行う。 

 
4）機材調達・据付業者 

本計画に係る機材調達・据付業者の発注先は、一定の資格要件を有する日本法人に限定さ

れ、資格制限付一般入札によって請負業者が選定される。 

機材調達・据付業者は、契約に基づき機材の調達・搬入・据付を行い、ウズベキスタン側

に対し当該機材の操作と初期操作指導を行う。また、機材引渡し後も、継続的に機材のスペ

アパーツ及び消耗品の保証期間中の無償供給、保守サービス契約満了後の有償供給、技術サ

ポートを受けられるよう、機材供給メーカー・代理店の協力のもと、後方支援を行う。 

 
(2) 事業実施体制 

以下に本計画の事業実施体制を示す。 

 
図 3-4  本計画における事業実施体制 

日本国政府機関 

保健省 
在ウズベキスタン 

日本国大使館 

JICA ウズベキ 
スタン事務所  

外務省 

JICA 本部 

情報共有 

ウズベキスタン国政府機関 

コンサルタント契約 

カラカルパクスタン 

医科大学病院 

交換公文 
（E/N） 

コンサルタント 機材調達業者 

機材調達契約 

調達監理 

進
捗
等
の
報
告
 

進捗等の報告 

贈与契約 
（G/A） 
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(3) 機材引き渡し後の業者によるメンテナンスサービスの実施モニタリング 

機材担当者は、機材引き渡し後の 3 年間、年 1 回医科大学病院及び機材代理店を訪問し、

調達契約に含まれるメンテナンスサービスの実施状況を確認して、MOH、医科大学病院及び

JICA へ報告する。 

 

3-2-4-2 調達上の留意事項 
(1) スケジュール管理 

本計画はウズベキスタン側が新設した病院に機材整備を実施する案件であり、基本的な機

材は MOH 資金により新規に調達されるため、重複を避けて計画を進めていくことが重要で

ある。病院は既に建設済みであり、ウズベキスタン側から機材調達、据付、引渡しの期間を

短縮するよう強い要望が出されている。一方、調査団からは、無償資金協力を実施する上で

避けては通ることができない手続きやその手続きに要する期間を説明しており、日本側とし

ても可能な範囲でスケジュールの短縮を目指すこととしている。ヌクスで調達機材の据付工

事に従事できる現地代理店やエンジニアが限られており、タシケントから派遣せざるを得な

い状況であることから、機材の輸入や輸送、据付け、初期操作指導等のスケジュール管理を

慎重に行う。 

 
(2) 機材据付技術者の派遣 

案件実施後、調達機材が継続的かつ適正に作動し、医療サービス及び教育・研修活動に十

分に寄与するためには、機材の適正な操作と維持管理方法を伝達することが極めて重要であ

る。したがって、機材据付技術者には、各機材の取り扱いを熟知した技術者を選定すると共

に､機材の取り扱いの説明（操作技術､簡易な修理技術や点検方法等）に十分な時間を取り､受

け入れ側担当者の理解度を確認しつつ実施する。 

 
(3) 免税措置 

2005 年 11 月 15 日の閣議により議決された No.251(Measures to improve mechanisms 
for approval and monitoring of investment projects, accounting and control of 
humanitarian aid and technical assistance funds)および 2019 年 10 月 10 日に発行された

大統領令 UP-5848 (Measures to improve mechanisms for attracting external nonrepayable 
assistance funds and interaction with donors) に基づき、免税措置を取ることができる。ウズベ

キスタンではメーカーが自社倉庫のように使用することを防ぐため、6 か月以上保税倉庫に

保管されている輸入物に関しては関税を支払う義務が生じる。そのため、すみやかに免税手

続きを進める必要がある。 

 
1) 輸入税 

＜申請先＞ウズベキスタン関税局（投資対外貿易（以下、「MIFT」という。）省経由） 
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＜手順＞ 
① MOH が MIFT に対して、関税免除申請レター（E/N、G/A、船積み書類、機材

Invoice、 MOH-落札商社間の契約書）を提出。 
② 投資・対外貿易省のレターを必要書類に添付し、MOH がウズベキスタン関税局に提出

することにより、免税措置に係る大統領令を発布。 
③ 輸入税が免税となる。 
＜期間＞書類の提出からレターの発行までは 3～5 日、関税局より免税許可が下されるまで

には 2 日程度。 

 
2) VAT 

VAT に関しては、現行ウズベキスタン国内に登記している会社は、ポータルサイトを用い

て還付手続きを取ることとなっているが、ウズベキスタン国内に登録のない会社に関しては具

体的な還付の手順が確立されていない状況である。よって、落札した商社がウズベキスタン国

内の代理店より機材を購入し調達する場合には、現地代理店は本案件のために新たに機材を輸

入することとし、VAT に関しても輸入税免税と同様の手続きにより、免税措置を受けられる

ことを確認している。その場合には、落札商社と現地代理店の間の契約書も添付の必要がある。

なお、現地代理店のほとんどは医療機材の在庫を抱えておらず、都度メーカー本社より輸入し

ている状況であり、本案件のために新たに輸入して販売するという点に関しては問題ないこと

を現地代理店に確認した。 
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3-2-4-3 調達・据付区分 

本計画は日本とウズベキスタンとの相互協力により実施される。本計画は日本国政府の無償

資金協力により実施され、両国の施工／調達区分で特記すべき項目は次表のとおり。 

 
表 3-7  負担業務区分表 

業務内容 
日本側 

負担業務 

ウズベキスタン側 

負担業務 

□ 機材調達関連 

- 機材調達 ○  

- 機材据付工事（CT 室床工事含む） ○  

- 試運転調整 ○  

- 使用方法など指導 ○  

- 機材設置に係る法的手続き・検査など  ○ 

□ 設備工事 

- 建物内のユーティリティ設備工事  ○ 

- 調達機材への電源など接続工事 ○  

□ 機材保管場所の確保  ○ 

□ 輸送・通関業務 

- サイトまでの機材輸送 ○  

- 通関業務 ○ ○ 

- 免税措置  ○ 

□ 銀行取り決めと手数料の支払い  ○ 

□ 本業務関係者の出入国・滞在に必要な便宜供与  ○ 

□ 調達機材の適切で効果的な運用・管理  ○ 

□ 本業務実施に必要な許可手続き  ○ 

□ 無償資金協力に含まれない全ての関連業務にかかる費用負担  ○ 

 
 

  



41 

3-2-4-4 調達監理計画 
(1) 調達監理方針 

日本国政府が実施する無償資金協力の方針に基づき、コンサルタントは概略設計の主旨を

踏まえ、詳細設計業務を含むプロジェクト遂行チームを編成し、円滑な業務実施を行う。本

計画の調達監理に対する方針は下記のとおりである。 
 
① 両国関係機関の担当者と密接な連絡を行い、遅滞なく機材整備が完了することをめざす。 
② 機材調達･据付業者とその関係者に対し、公正な立場にたって迅速かつ適切な指導･助言

を行う。 
③ 機材据付、引渡し後の運用･管理について適切な指導･助言を行う。 
④ 機材据付工事が完了し、契約条件が満たされたことを確認した上で、機材の引渡しに立

ち会い、ウズベキスタン側の受領承認を得て、業務を完了させる。 

 
(2) 調達監理計画 

本計画の調達先は、日本、ウズベキスタンまたは第三国である。日本または第三国におけ

る船積みの際には、船積港にて第三者検査機関による船積前機材照合検査を実施する。コン

サルタントは第三者機関から提出される検査証の内容を書面にて確認するものとする。また

コンサルタントは検査完了確認後、速やかに検査報告書をウズベキスタン MOH 宛てに発行

し、報告を行う。本計画の全ての調達機材は、据付工事・初期操作指導の完了後、MOH 責

任者、医科大学病院責任者、機材調達業者、コンサルタント立会いの下、検収・引渡しされ

る。検収においては、契約書に示された内容、モデル名、原産地、メーカー名、ODA ステ

ッカー貼付の有無、外観等の検査を実施する。 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

本計画の計画機材は、日本メーカーに加え第三国まで調達範囲を広げるが、DAC や OECD
加盟国、指定した国の製品に限定することや JIS マークや CE マーク、IEC マーク等の国際規

格にて機材の品質を確認できること等の一定の制限を設け、機材としての品質を確保する。 

さらに、本計画で調達される機材は完成品であることから、工場出荷前検査および船積前機

材照合検査により調達機材の品質管理を行う。工場出荷前検査は、工場等でメーカー特有の梱

包を要する機材、精密機械、大型機械など、船積前機材照合検査のみでは充分な品質確認が難

しい機材、また港にて検査のできない精密医療機器を対象に行う。船積前機材照合検査は、日

本調達品、第三国調達品を対象に船積港（または空港）周辺の指定倉庫にて行う。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

ウズベキスタンで生産されている医療機材、教育機材はほとんど無く、日本製品、あるいは

第三国製品を調達することになる。しかしタシケント市内にはこれらの機材を専門に扱ってい

る代理店が多く存在している。代理店調査を実施したところ、今回要請のあった機材のほとん
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どについて調達経験があり、スペアパーツ等の購入についても特に問題は見受けられなかった。

アフターサービスについても、現地代理店から直接、もしくは現地代理店を通して各メーカー

へ対応を依頼するといった方法により、ウズベキスタン国内における対応が可能であることが

確認された。 

輸送計画については、日本及び第三国から調達する機材については、海路および陸路により

首都タシケント市まで輸送する。タシケント市から対象病院があるヌクス市まではトラックに

て輸送する。いくつもの輸送経路へ経てサイトまで運ぶため、現地事情に配慮し、円滑かつ安

全な輸送を目指す。 

 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

本計画で計画した機材は医療機材と教育機材であり、安全で継続的に使用されるためには機

材の運用や管理に十分な配慮を払う必要がある。そのため、機材据付時には、メーカーもしく

は現地代理店から整備機材について十分に知識がある技術者を派遣し、初期操作指導ならびに

運用指導を実施することとする。コンサルタントはこれらの指導が適切に実施されるよう監理

するとともに、引渡し時には指導を受けた担当責任者が十分に理解したかどうかの確認を行う。 

 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

現在の医科大学病院には、機材メンテナンス部門の設置が予定されてはいるものの、機材の

保守管理に必要な技術や管理手法は確立されていない。そのため、初期操作指導で機材の操作

やメンテナンス技術の習得は不十分と考えられ、ソフトコンポーネントによりさらに機材操作

やメンテナンス技術を指導する必要性が共通認識として確認された。 

メンテナンス部門のエンジニアだけでなく、機材を実際に使用する各部門の医療従事者も対

象に含め、始業時・終業時の点検方法、日常のメンテナンス方法をチェックリスト形式で記録

するフォーマット作成支援やメンテナンス方法の確認と実技指導を行う。同時に簡易マニュア

ルを作成し、機材の操作方法やアラーム発生時に対処できるように技術指導を行う。また、多

くの機材ではメーカー代理店エンジニアが定期点検を実施するため、本ソフトコンポーネント

では、修理依頼のタイミングや修理要否にかかる判断について、及び連絡体制の構築について

も指導を行う。さらに、各部門の機器点検状況と機材の活用状況を病院管理者（院長もしくは

婦長など）へ定期的に報告し、必要な消耗品等を滞りなく入手できるような体制作りを支援す

る。 

対象とする機材は各種モニター、人工呼吸器、各種内視鏡、超音波診断装置、CT、滅菌機等

である。 

詳細は添付のソフトコンポーネント計画書に示す。 
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3-2-4-9 実施工程 

詳細設計及び調達に必要な期間について、E/N および G/A 締結後、コンサルタント契約締結

から詳細設計・入札図書承認までに約 4 ヶ月、その後入札及び業者契約までに約 3 ヶ月、機材

調達業者契約後の調達期間に約 7 ヶ月を予定している。下記に事業実施工程を示す。 
 

表 3-8  実施工程表 

 

 
  

延月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

実施 

設計 

                                          

調達 

                                          

ソフト 

コンポ

ーネン

ト 

                                          

保守サ

ービス

監理 

                                          

                                          

                                          

 

現地調査 

国内解析・詳細設計 
入札図書承認 

入札 
(計 6 ヵ月) 

機器製作図確認 
機器製作 

キックオフ協議 
出荷前検査 

船積み前機材照合検査 

開梱・搬入・据付工事 

検収・引渡し 
(計 12 ヵ月) 

機器輸送 

船積み 

(計 8 ヵ月) 

事前準備 
第 1 回指導 

国内準備 
第 2 回指導 

完了報告

 
1 年目保証期間 
 

監理 

監理 
2 年目保証期間 

 

３年目保証期間 
監理 

入札評価 

先方負担事項確認 

国内作業 



44 

3-3 相手国側分担事業の概要 

(1) 相手国負担事項 

調査を通じて確認された本計画に係る相手国負担事項は以下のとおりである。 

 
表 3-9  相手国負担事項 

入札まで  銀行取極（B/A）開設 
 コンサルタント契約にかかる支払授権書（A/P）発行及び手数料、支払い手数料 

引渡しまで  調達業者契約にかかる支払授権書（A/P）発行および発行手数料、支払い手数料 
 機材の速やかな荷揚げと通関 
 本計画にかかるサービス提供に関連する日本人または第三国人の入国と滞在許可 
 本計画にかかる機材調達、サービスの提供に関連し、被援助国において課税される

関税、内国税、その他の税金が、関連機関により免税されることを保証 
 本計画に含まれない家具及び備品（テーブル、椅子等）の調達 
 機材据付対象施設に設置されている既存機材の移設、施設改修工事、ユーティリ

ティ（電気、給排水、院内 LAN）工事の実施 
 プロジェクトモニタリングレポート（PMR）の提出 
 完工時のプロジェクトモニタリングレポート（PMR）最終版の提出 
 必要な職員の配置 

引渡し後  調達機材の適正使用・管理にかかる維持管理費用の確保 
 運営管理体制の構築 
 日常点検と定期点検の実施 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

(1) 運営体制および組織 

本計画の監督官庁・実施機関はウズベキスタン MOH であるが、引渡し後は医科大学病院

がその運営・維持管理にあたる。本計画は、カラカルパクスタンにおける小児医療と医療教

育に必要な医療機材と教育機材を整備することを目的としており、医科大学病院において医

療機材と教育機材の整備を行い、医療体制の強化と医療教育のレベル向上を目指す。そのた

め、医科大学病院は、医療スタッフや教育スタッフの増員および現状のスタッフの研修を実

施し、機材引渡し後の病院運営を円滑に実施できるよう計画している。 

 
(2) 要員計画  

MOH の組織には、全国の公立病院を対象に医療機材のメンテナンスを行う部門

（Republic Center for Medical Equipment Maintenance）があり、当該組織が医科大学病

院のメンテナンスも実施することになる。さらに、医科大学病院との協議において、病院独

自にエンジニアの配置を計画していることが確認されている。現在、医科大学病院内に施設

や機材のメンテナンスを担当しているエンジニアは 1 名であるが、病院及び外来クリニック

が開院されれば、エンジニアの増員を行う計画であることも確認された。 

教育機材については、これら機材のメンテナンスを専門とするエンジニアの配置の必要性

はないが、特にバーチャルシミュレーターは高額かつ精密な機材は、メーカーが推奨する日

常点検や定期点検を確実に実施しなければならない。この点、医療機材の保守管理に対応で

きるエンジニアに、教育機材に必要な保守管理手法のトレーニングを受けさせることで、対

応が可能であると考える。 

 
(3) 機材維持管理計画 

本計画におけるソフトコンポーネントの実施及び計 3 年間の日本側負担による保守サービ

スを通して、本計画で調達される機材の適切な運営・維持管理体制を構築する。整備機材が

効果的かつ継続的に使用されるため、医科大学は予算計画に基づき、機材の維持管理に必要

な予算の配分及び人員の確保を行う。 

整備機材の維持管理はメンテナンス部門を中心に行われる。メンテナンス部門は機材の配

置及び稼働状況を把握し、定期点検を行う。保守契約を通して構築された現地代理店との連

絡体制を活用し、修理依頼、試薬及び消耗品の調達が滞りなく行われるよう運用する。また、

次年度の維持管理にかかる予算計画が適切に立案されよう、メンテナンス部門はこれらの情

報を適宜病院長に報告する。医療従事者による日常点検が適切に行われているか確認し、助

言や院内研修を計画することもメンテナンス部門の重要な役割となる。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となるウズベキスタン側負担額は下表のとおり。 
 
(1) 日本側負担経費 

調達業者契約認証まで非公表 
 

(2) ウズベキスタン側負担経費 
 

表 3-10 ウズベキスタン側負担経費 

項目 概算費用 
（千 USD） （百万） 

1) 医療機材購入費（MOH 調達分）  3,200 342.7 
2) 施設改修工事費 43 4.6 
3) 銀行手数料 等 7 0.8 

合 計 3,250 348.1 
 
 
(3) 積算条件 

• 積算時点 ：2021 年 4 月 

• 為替交換レート ： 1US$=107.08 円 
• 調達期間 ：詳細設計及び調達の期間は、実施工程に示したとおり。 
• その他  ：本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものと

   する。 

 

3-5-2 運営・維持管理費   
(1) 機材年間保守管理費 

機材維持管理費は修理費用、および消耗品・交換部品費で構成される。消耗品は引き渡

し初年度から必要になるが、故障はメーカーの無償保証にて対応する。3 年目までは保守契

約対象機材の修理費用は発生しないが、それ以外の機材は修理費用が発生する。4 年目以降

は全ての機材について、医科大学病院側でメンテナンス契約の継続やメーカー代理店への修

理依頼を行うといった対応が必要となる。 

表 3-11 医療機材維持管理費 
(単位：USD)      

 引渡し初年度 2 年目～3 年目 4 年目以降 

修理費用 0 1,540 130,240 

消耗品・交換部品費 72,432 72,432 72,432 

合計 72,432 73,972 202,672 

 



47 

表 3-12 教育機材維持管理費 
(単位：USD)      

 引渡し初年度 2 年目～3 年目 4 年目以降 

修理費用 0 0 0 

消耗品・交換部品費 16,823 16,823 16,823 

合計 16,823 16,823 16,823 
 

 
消耗品費の明細は以下のとおり。 

 
表 3-13  機材年間消耗品費（医療機材） 

機材 
番号 機材名 数

量 消耗品・交換部品 単価

(USD) 
年間 
必要量 単位 小計

(USD) 

2 超音波診断装置 3 ゲル 7 15 本 105 
記録紙 7 60 巻 420 

3 検診車 1 エンジンオイル 38 1 個 38 
エンジンフィルター 19 1 個 19 

3-1 検診車用モバイル X 線撮影装置 1 X 線フィルム 65 6 箱 390 

3-2 モバイル超音波診断装置 1 ゲル 7 6 本 42 
記録紙 7 30 巻 210 

3-3 検診車用モバイル ECG 1 ゲル 7 4 本 28 
記録紙 7 20 巻 140 

3-4 検診車用患者モニター 1 

乳幼児用プローブ 214 18 個 3852 
小児用プローブ 214 18 個 3852 
成人用プローブ 214 18 個 3852 
電極 1 1800 個 1800 
記録紙 7 270 巻 1890 
バッテリー 100 9 個 900 

3-5 

検診車用体重計 1 電池 3 8 個 24 
検診車用乳幼児スケール 1 電池 3 8 個 24 
検診車用耳鏡・検眼鏡セット 1 リチウム充電電池 275 2 個 550 
検診車用パルスオキシメーター 1 電池 3 16 個 48 

検診車用スパイロメーター 1 
マウスフィルター 34 5 個 170 
マウスピース 19 3 個 57 
記録紙 38 10 巻 380 

検診車用診察スタンドライト 1 LED 電球 9 9 個 81 

検診車用 AED 1 成人用パッド 165 1 個 165 
小児用パッド 165 1 個 165 

検診車用血圧計 1 電池 3 8 個 24 
検診車用ペンライト 1 ハロゲン電球 83 2 個 166 
検診車用体温計 1 電池 3 8 個 24 

12 人工呼吸器 1 

乳幼児用呼吸回路セット 412 36 ｾｯﾄ 14832 
小児用呼吸回路セット 412 36 ｾｯﾄ 14832 
成人用呼吸回路セット 412 36 ｾｯﾄ 14832 
バクテリアフィルター 11 36 個 396 

13 顕微鏡付き耳鼻科ユニット 1 

ハロゲンランプ 7 1 個 7 
フューズ 1 5 個 5 
スプレーセット 97 1 ｾｯﾄ 97 
ランプ 8 1 個 8 
フィルター 11 1 個 11 
コンプレッサホース 13 1 個 13 
吸引ホース 13 1 個 13 
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15 洗浄殺菌装置セット 1 

排水ホース 40 1 ｾｯﾄ 40 
洗剤用ホース（本体・タ

ンク） 40 2 ｾｯﾄ 80 

原塩 29 12 袋 348 

16 凝固電気手術器 3 ハンドピース 421 4 個 1684 
ブレード 84 20 個 1680 

17 ユニバーサル手術顕微鏡 1 ハロゲンランプ 33 2 個 66 
18 骨手術器 1 チップ 197 5 個 985 

医療機材合計 72,432 
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表 3-14  機材年間消耗品費（教育機材） 

機材 
番号 機材名 数

量 消耗品・交換部品 単価

(USD) 
年間必

要量 単位 小計

(USD) 

19 腹腔鏡手術シミュレーター 1 
鉗子（3 本セット） 9,979 0.3 ｾｯﾄ 2994 
ペダル 753 0.3 個 226 

20 軟性内視鏡シミュレーター 1 

大腸内視鏡 6,334 0.3 個 1900 
胃用内視鏡 6,789 0.3 個 2037 
気管支内視鏡 3,300 0.3 個 990 
シリンジ 626 0.3 個 188 
ペダル 753 0.3 個 226 
生検用シリンジ 1,085 0.3 個 326 

22 婦人科用内視鏡シミュレーター 1 バーチャル鉗子 8,538 0.3 個 2561 
ペダル 753 0.3 個 226 

24 

患者シミュレーター（小児） 1 

リチウム充電電池 240 0.5 ｾｯﾄ 120 
胸部スキン 417 0.5 ｾｯﾄ 209 
小児 IO レッグ 227 0.5 ｾｯﾄ 114 
交換用静脈＆スキン IV
アーム 262 0.5 ｾｯﾄ 131 

患者シミュレーター（成人） 1 

マネキン用バッテリー 747 0.5 ｾｯﾄ 374 
脛骨 IO パッド 432 0.5 ｾｯﾄ 216 
脛骨 IO 脚バンド 267 0.5 ｾｯﾄ 134 
頸部スキン 427 0.5 ｾｯﾄ 214 
気胸バルーン 293 0.5 ｾｯﾄ 147 
チェストドレーンスリー

ブ 67 0.5 ｾｯﾄ 34 

交換用 IV バッド 809 0.5 ｾｯﾄ 405 
IM バッド 453 0.5 ｾｯﾄ 227 

25 

蘇生シミュレーター（成人） 1 

ディスポーザブルエアウ

エイ 357 0.5 ｾｯﾄ 179 

マネキンフェイス目とじ 205 0.5 ｾｯﾄ 103 
胸カバー外部 187 0.5 個 94 
胸カバー内部 387 0.5 個 194 
QCPR メンテナンスキッ

ト 112 0.5 個 56 

蘇生シミュレーター（小児） 1 

交換用脚バッド 427 0.5 ｾｯﾄ 214 
ベビーフェイス 92 0.5 ｾｯﾄ 46 
QCPR 肺袋 50 0.5 ｾｯﾄ 25 
QCPR エアウェイ 53 0.5 ｾｯﾄ 27 
胴体スキン G2005 129 0.5 個 65 

28 胸部外傷用患者シミュレーター 1 

胸腔穿刺パッド（左胸

部） 308 1 ｾｯﾄ 308 

胸腔穿刺パッド（右背

部） 308 1 ｾｯﾄ 308 

胸腔穿刺模擬肺 121 1 ｾｯﾄ 121 
心嚢穿刺パッド 336 1 ｾｯﾄ 336 

29 生理学バーチャルシミュレー

ター 1 

マネキン用バッテリー 747 0.5 個 374 
三角筋 IM バッド (両側) 66 0.5 ｾｯﾄ 33 
腹側 IM バッド(両側) 66 0.5 ｾｯﾄ 33 
臀部 IM バッド(両側) 56 0.5 ｾｯﾄ 28 
シリコンドレッシング

キット 560 0.5 ｾｯﾄ 280 

教育機材合計 16,823 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本計画実施のためには、ウズベキスタン側により、「3-3 相手国分担事業の概要」で既述した免

税措置、輸入される資機材の便宜供与、銀行取極・支払授権書の発給、インフラ整備、既存建物

の改修と増築、既存ユーティリティの改修工事、既存機材・家具の撤去等について、本計画の実

施に支障のないようウズベキスタン側で必要な手続きや作業等が遅滞なく執り行われることが前

提となる。さらに、医療施設の維持管理に関する予算・人員が確保されることも前提条件となる。 

 

4-2 プロジェクト全体計画達成のための必要な相手方投入（負担）事項 

本計画の効果を発現・維持するためにウズベキスタン側が取り組むべき事項は、以下が考えら

れる。 

 
(1) 適切な人材の確保と配置 

本計画で新たに整備される機材を適切に運用し維持していくためには、新たな人員配置が必要

となる。これらのスタッフは、機材据付け開始前には配置をし、初期操作指導やソフトコンポー

ネントに参加させることが必要である。事前に予算措置を含む計画を策定し、計画的に採用、配

置、研修を進める必要がある。 

 

(2) 施設運営と機材維持管理のための予算の確保 

本計画の効果を達成するため、ウズベキスタン MOH 及び医科大学病院は「3-5-2 運営・維持

管理費」で記述した増額分を確保し、調達された機材を適切に運営、維持することが求められる。

病院の位置するヌクスは代理店のあるタシケントから離れているため、これらの状況を考慮して

入手計画（予算計画など）を作成し、入手が滞らないように配慮することが肝要である。 

 

(3) 人材の能力向上 

対象病院が適切な維持管理を継続的に実施するためには、機材維持管理部門の技術者及び各病

院の医療従事者の維持管理能力を向上させる必要があるため、本計画ではソフトコンポーネント

等による維持管理能力の向上を図る予定である。各病院はこれらの取り組み、技術協力（実施予

定）等で学んだ技術を生かし、適切な維持管理を実施することが重要である。さらに、院内研修

や地域内研修により他の要員や医療施設への技術移転を図るなど、効果を持続するための施策が

必要である。 
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4-3 外部条件 

事業目的達成のための外部条件：2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の感染拡大及び新たな感染症の流行、治安の悪化によって機材調達や現地渡航の深刻な妨げとな

らないこと、事業関係者の渡航滞在が確保されることが外部条件となる。 
 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

(1) プロジェクトの裨益対象者 

本計画の対象地域は、ヌクス市を中心に、カラカルパクスタン全土である。カラカルパク

スタンの人口は 2021 年推計人口でおよそ 192 万人であり、そのうちヌクス市の人口は 32 万

人である 1。本計画の対象施設である医科大学病院はカラカルパクスタンにおける小児科領

域の第三次医療施設であり、対象年齢層（0～18 歳未満）の人口は、2021 年国勢調査人口に

よるとカラカルパクスタンで 65 万人、ヌクス市は 10 万人である。 

また、医科大学病院はカラカルパクスタン唯一の医療教育機関として、小児患者に対する

ケアを行う医師や看護師の育成に資することを目指しており、カラカルパクスタン内の医療

従事者を多く輩出している。 

 

(2) 高度医療サービスへの地理的アクセス改善 

医科大学病院が小児科領域の第三次医療施設として機能することで、今までタシケント市

へのリファーを余儀なくされていた患者がヌクスで診察、検査、治療を受けることができる

ようになり、患者自身への負担が軽減されると共に、患者家族の経済的負担も軽減されるよ

うになる。 

さらに、教育機材の整備により質の高い医療人材を輩出し、卒後研修も実施することで、

カラカルパクスタンにおける医療サービスの質向上に資することも期待できる。 

以上のことから、本計画により医療機材と教育機材の整備が実施されることで、カラカル

パクスタンにおける小児科領域の医療サービスへのアクセスが改善され、患者費用負担の軽

減も大いに期待される。 

 

(3) ウズベキスタンの開発計画との整合性 

ウズベキスタン政府は、大統領令においてカラカルパクスタンの開発を国の最優先課題に

掲げるとともに、「保健システムの強化に向けた構想 2019-2025」において、世界水準の予

防医療・診断・治療を行う医療サービスの実現に向けて、質の高い医療サービスを広く提供

するための保健システムの改善、保健人材の育成・専門性の強化の方針を示している。本計

 
1 THE STATE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON STATISTICS (2021),” Population by age 
groups-Regions” available at: https://stat.uz/en/official-statistics/demography (accessed 11 August 2021). 
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画は、カラカルパクスタンにおける医療サービス提供・人材育成の拠点となる医科大学病院

に対して、医療機材及び教育機材の整備を通じて医療体制と医学教育環境を整え、またカラ

カルパクスタンの住民の健康増進を目的としていることからも、ウズベキスタン政府の方針

に合致している。さらに、ウズベキスタン大統領直々に医科大学病院院長に対し、周辺農村

部を含むカラカルパクスタン全域の医療サービス向上を指示しており、本計画に対するウズ

ベキスタン政府の期待値とウズベキスタンへの貢献度は非常に高いと考える。 

 

(4) 我が国の援助政策との整合性 

外務省のウズベキスタン国別開発協力方針（2017 年 3 月）における 3 つの重点分野（中目

標）のうち、(3）社会セクターの再構築支援(農業・地域開発、保健医療)において、「ウズベ

キスタンにおける都市部と地方部との格差の拡大といった課題に対し特に貧困層や社会的弱

者が直接恩恵を受けられることを目指しつつ、地方部の主要産業である農業分野や保健医療

を中心に支援を行う。」とされている。また、事業展開計画(2019 年 4 月)の開発課題 3-2（小

目標）保健医療において「無償資金協力による医療機材整備」を含む保健改革プログラムが

実施されている。本計画は、このプログラムに基づいて計画されたものである。 

 

4-4-2 有効性 

以下に本計画の実施により期待される目標値を示す。 
 
(1) 定量的効果 
本プロジェクト実施により期待されるアウトプットは下記のとおり。 

 
表 4-1  本計画の成果指標 

指標名 基準値 
（2021 年実績値） 

目標値（2026 年） 
【事業完成 3 年後】 

CT 検査数（年） 0 1,500 人 

微生物同定装置/免疫分析装置の検査数（年） 0 21,000 件 

シミュレーションセンター（仮称）の利用学生数（年） 0 4,800 人 

 
4） 基準値の算出 

医科大学病院は調査時点で開院していないことから、基準値を 0 とした。 

 
5） 目標値の算出 

① CT 検査数の目標値については、1 日当たり 5 件（午前 2 件、午後 3 件）の CT 検査を

行うと想定し、年間稼働日の 300 日（25 日/月、12 ヶ月）に乗じて算出した。 

② 微生物同定装置/免疫分析装置の検査数の目標値については、1 時間当たり 10 検体の検

査をすると想定し、病院の通常営業時間を 8 時間（昼休み 1 時間含む）とすると 1 日
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あたりの検査総数は 70 件。この検査総数に年間稼働日の 300 日に乗じて算出した。 

③ シミュレーションセンター（仮称）の利用学生数の目標値については、本計画と同内容

の教育機材を有するタシケント・メディカル・アカデミーのシミュレーションセンター

における学生利用者数（50 人/日）を参考に、同割合の学生が医科大学病院のシミュレー

ションセンターを利用すると想定すると、1 日当たり 20 人の学生が利用することにな

る。土日はセンターが利用できないとすると、年間稼働日の 240 日（20 日/月、12 ヶ

月）で、延べ 4,800 人の学生が利用することになる。 

 

(2) 定性的効果 

1）カラカルパクスタンにおける小児医療サービスの質が向上し、対象病院への信頼が高ま

る。 

医科大学病院において医療機材整備を行うことにより、これまでタシケント市に位置して

いる国立タシケント小児医科大学病院や他地域の第三次医療施設へリファーされていた小児

患者が、カラカルパクスタン域内で同等の医療サービスを受けることが可能となる。これに

より、同地域における小児医療サービスへのアクセスが改善される。また、リファーにかか

る移動時間や費用の軽減が期待できることから、患者の満足度向上につながり、対象病院へ

の信頼がより高まることが期待される。 
 

2）医療従事者に対する臨床研修の質が向上する。 

教育機材の整備により、在学中より実務に近いかたちで医療技術の習得を行うことがで

き、質の高い医療人材を輩出することができる。また、VR などのシミュレーション機材を

用いて卒後教育研修を実施することで、現役の医療従事者の医療技術向上や維持、復職支援

が可能となり、カラカルパクスタンにおける医療サービスの向上に資することも期待でき

る。 
 

3）カラカルパクスタンおよび近隣の住民の健康状態の改善に寄与する。 

本計画により調達される高度な医療機材の整備により、疾患の早期発見・早期治療が可能

となり、地域住民の健康状態の改善に貢献する。また、教育機材は、医科大学病院のみなら

ず、近隣病院の医療従事者も研修にて使用する予定であることから、長期的にはより広域

で、医療サービスの質向上と、それに伴う住民の健康状態の改善が期待される。 
 

4-4-3 結論 

 以上の内容により、本計画の妥当性は高く、有効性が見込まれると判断される。 
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資料 1 調査団氏名、所属 
1-1 第 1 回現地調査 （2021 年 4 月 9 日～4 月 30 日）

氏名 担当 所属

葦田 竜也 総括
JICA 人 間 開 発 部 保 健 第 二 グ ル ー プ 
保健第四チーム課長

神作 麗 技術参与 JICA 国際協力専門員 

倉澤 碧 協力企画
JICA 人 間 開 発 部 保 健 第 二 グ ル ー プ 
保健第四チーム

守田 貴志 業務主任/機材計画 1 インテムコンサルティング株式会社

鈴木 一代 機材計画 2 有限会社エストレージャ

花田 恭 保健医療計画 有限会社エストレージャ

有田 杏子 調達計画/積算 インテムコンサルティング株式会社

那須 光弘 設備計画 株式会社日本開発サービス

1-2 第 2 回現地調査 （2021 年 9 月 27 日）※DOD はオンラインにて実施した。

氏名 担当 所属

葦田 竜也 総括
JICA 人 間 開 発 部 保 健 第 二 グ ル ー プ 
保健第四チーム課長

神作 麗 技術参与 JICA 国際協力専門員 

倉澤 碧 協力企画
JICA 人 間 開 発 部 保 健 第 二 グ ル ー プ 
保健第四チーム

守田 貴志 業務主任/機材計画 1 インテムコンサルティング株式会社

鈴木 一代 機材計画 2 有限会社エストレージャ

花田 恭 保健医療計画 有限会社エストレージャ

有田 杏子 調達計画/積算 インテムコンサルティング株式会社
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資料 2 調査行程 
2-1. 第 1 回現地調査

官団員 宿泊 業務主任者/機材計画1 宿泊 機材計画2 宿泊 調達計画/積算 宿泊 設備計画 宿泊

9 7 22 18 15 11 22 18 15 11

1 4月9日 金 日本 (羽田空港)→ 日本 (羽田空港)→ 日本 (羽田空港)→
2 4月10日 土 イスタンブール イスタンブール イスタンブール
3 4月11日 日 タシュケント タシュケント タシュケント タシュケント タシュケント タシュケント

4 4月12日 月
JICA協議/保健省協議/
医療機材協議

タシュケント
JICA協議/保健省協議/
医療機材協議

タシュケント
JICA協議/保健省協議/
医療機材協議

タシュケント

5 4月13日 火
医療機材協議/タシュケン
ト小児病院視察

タシュケント
医療機材協議/タシュケン
ト小児病院視察

タシュケント
医療機材協議/タシュケン
ト小児病院視察

タシュケント

6 4月14日 水 医療機材協議 タシュケント 医療機材協議 タシュケント 医療機材協議 タシュケント

7 4月15日 木 医療機材協議 タシュケント 医療機材協議 タシュケント 施設・調達調査（資材） タシュケント

8 4月16日 金
国立小児医療センター視
察/ヌクス教育病院ビデオ
ツアー

タシュケント 日本 (羽田空港)→
国立小児医療センター視
察/ヌクス教育病院ビデオ
ツアー

タシュケント

国立小児医療センター視
察/ヌクス教育病院ビデオ
ツアー

タシュケント

9 4月17日 土 資料整理 タシュケント イスタンブール 資料整理 タシュケント 資料整理 タシュケント

10 4月18日 日 団内会議 タシュケント タシュケント タシュケント 団内会議 タシュケント 団内会議 タシュケント

11 4月19日 月
投資貿易省（関税・輸入
許可申請調査）/調達調査
（医療）

タシュケント 教育機材協議 タシュケント

投資貿易省（関税・輸入
許可申請調査）/調達調査
（医療）

タシュケント 施設・調達調査（資材） タシュケント

12 4月20日 火
ヌクス教育病院ビデオツ
アー/輸送調査

タシュケント
教育機材協議/ヌクス教育
病院ビデオツアー

タシュケント
ヌクス教育病院ビデオツ
アー/輸送調査

タシュケント

ヌクス教育病院ビデオツ
アー/施設・調達調査（資
材）

タシュケント

13 4月21日 水
日本 (羽田空港)→
タシュケント

調達調査（医療） タシュケント
教育機材協議/調達調査
（教育）

タシュケント 調達調査（医療） タシュケント 施設・調達調査（資材） タシュケント

14 4月22日 木
団内協議/病院長協議/
保健省協議/ミニッツ作
成･協議

タシュケント
団内協議/病院長協議/
保健省協議

タシュケント
団内協議/病院長協議/
保健省協議

タシュケント
団内協議/病院長協議/
保健省協議

タシュケント
タシュケント→
イスタンブール

15 4月23日 金
国立小児医療センター視
察/ミニッツ作成･協議

タシュケント

国立小児医療センター視
察/タシュケントメディカ
ルアカデミー視察/
調達調査（医療）

タシュケント

タシュケントメディカル
アカデミー視察/
調達調査（教育）

タシュケント

タシュケントメディカル
アカデミー視察/
調達調査（医療）

タシュケント →日本(羽田空港)

16 4月24日 土 医療機材協議/資料整理 タシュケント 医療機材協議/資料整理 タシュケント 医療機材協議/資料整理 タシュケント 医療機材協議/資料整理 タシュケント

17 4月25日 日 団内会議 タシュケント 団内会議 タシュケント 団内会議 タシュケント 団内会議 タシュケント

18 4月26日 月
タシュケント小児病院視
察/ミニッツ作成･協議

タシュケント 調達調査（医療） タシュケント 調達調査（教育） タシュケント 調達調査（医療） タシュケント

19 4月27日 火 ミニッツ協議（保健省） タシュケント
調達調査（医療）/
ミニッツ協議（保健省）

タシュケント
調達調査（教育）/
補足調査

タシュケント
調達調査（医療）/
ミニッツ協議（保健省）

タシュケント

20 4月28日 水
大使館報告/JICA報告/
ミニッツ署名
タシュケント→

タシュケント
大使館報告/JICA報告/
ミニッツ署名

タシュケント
大使館報告/JICA報告/
ミニッツ署名

タシュケント
大使館報告/JICA報告/
ミニッツ署名）

タシュケント

21 4月29日 木
ソウル→日本（成田空
港）

タシュケント→
イスタンブール

タシュケント→
イスタンブール

タシュケント→
イスタンブール

22 4月30日 金 →日本(羽田空港) →日本(羽田空港) →日本(羽田空港)

日数 日付 曜日
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資料 3 関係者（面会者）リスト 

組織名 名前 部門、役職

保健省 Abdulla Azizov 副大臣

Botir Holmuradov 投資部門長

Sarvar Mirakhmedov 国際部チーフスペシャリスト

Bakhrom Durmanov 保健統計部門長

Mirazim MirtalipovI 財務部部門

カラカルパクスタン医科大学病院 Ataniyazova Oral 病院長

Xamidullaev Dawlet 副院長/脳神経外科医 

Seytnazarova Ayparsha ポリクリニック長

Sabirov Ruslan 外科医

Nurmahova Murshida 教育部門長

Babashev Mir-pulat 経営・技術部門長

Reymov Timur 臨床部門長

投資貿易省 Olimjon Djumabaev 対日本協力長

Azamat Abduganiev 国際金融機関協力部門チーフオフ

ィサー

タシケント小児病院

教育部門 Khaitov Kakhramon 学長

Ashurova Dilfuza 小児部

Abdullaeva Umida 国際部

病院部門 Jalilov Abdumalik 病院長

Usmonova Naina 副院長

Nosirov Ravshan 副院長

国立小児医療センター Adham Mamatkulov 副院長

Davron Kadyrov 脳神経外科

医師 外科

タシケントメディカルアカデミー Khikmat Boltaboev トレーニングセンター長
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資料4　討議議事録（M/D）
4-1. 第1回現地調査　ミニッツ
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資料 5 機材検討表 
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資料 6 ソフトコンポーネント計画書 

ウズベキスタン共和国

ヌクス教育病院

医療サービス改善計画

準備調査

ソフトコンポーネント計画書（案）

2021 年 8 月 

インテムコンサルティング株式会社
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1. ソフトコンポーネントを計画する背景

「ヌクス教育病院医療サービス改善計画」（以下「本計画」という。）は、カラカルパクスタン

自治共和国ヌクス市にある国立タシケント小児医科大学ヌクス分校（2020 年 2 月に「カラカル

パクスタン医科大学」に改称。以下、「医科大学」という。）に新設された附属病院に医療機材及

び医学教育関連機材の整備を通じて医療サービス提供体制と医学教育水準を高め、もってカラカ

ルパクスタンの住民の健康増進を図るものである。

本計画の協力対象は、新設された附属病院（外来棟、入院棟）である。本計画で整備される機

材は医療機材及び教育用機材であり、特に CT スキャン、内視鏡関連機器、CSSD 関連機器等は

安全で安定した稼働が求められる。そのためには、医療機材の使用者（医師や看護師、医療系技

師）や維持管理課（新設予定）の技術者が早期に医療機材の不具合や異常を発見して対処するこ

とが重要であり、試薬や消耗品、交換部品の予算計画を策定し、適宜必要な部品を入手できる体

制構築が求められる。これらの対応が迅速かつ的確に実施できるようになれば、医療機材は継続

的に使用され、質の高い安定した医療サービスが提供できるようになる。

本計画によって整備される医療機材は医科大学に初めて導入される機材である。機材使用者

（エンドユーザー）や維持管理課の技術者は基本的な操作技術の知識や保守経験があることは認

められるが、本計画で整備される医療機材に対する知識や経験は無い。さらに、維持管理課はこ

れから新設される組織であるため、標準化された点検フォーマットは無く、日常点検や操作技術

習得のための研修会も実施されていない。そのため、点検フォーマットの導入支援、医療機器管

理台帳の整備支援、エンドユーザーの日々の点検作業と維持管理課技術者の点検・修理技術の習

得に必要な技術指導を行い、病院全体の医療サービスの質の確保が求められている。

医科大学も本計画で整備される機材の操作技術や保守技術の習得と標準化フォーマットは必要

と考えており、2021年 4月～5 月にかけて実施された現地調査において、整備される医療機器の

操作技術や維持管理技術に係るソフトコンポーネントの要請があった。

本ソフトコンポーネントでは本計画で新たに整備される医療機材の維持管理技術習得及び管理

手法の習得に主眼を置いた内容とする。本ソフトコンポーネントの実施に当たっては自立発展性

と効果的な学習の観点から、参加型ワークショップを行いながら計画・内容をまとめていく。各

病院の維持管理課の技術者だけでなく、機材を実際に使用する各部門のエンドユーザーも対象に

含め、医療機材の維持管理体制を構築するための動機付けを行う。一方的なインプットで終わる

ことが無い様、留意して実施する。また、技術の定着を図るため、第 1 回目（機材据付直後）の

技術指導から一定期間を置いて第 2 回目の技術指導を実施する。 
第 1 回目は維持管理課の技術者だけでなく、機材を使用する各診療部門（産婦人科、小児科、

小児外科）の機材使用者も対象に含め、医療機材の維持管理体制を構築するための動機付けを行

う。始業時／終業時の動作確認、清掃、洗浄、消毒を含む日常点検項目や定期的に機器の性能の

確認や消耗品交換を行う定期点検項目を標準化させ、点検作業が短時間で実施できるよう、点検

マニュアルやチェックシート等を参加者が共通認識の下で標準化フォーマットを作成する。

第 2 回目の指導では、正しく点検技術が習得できているのか、フォーマットが正しく使用され、

管理、報告ができているのか等を確認し、必要に応じて点検技術の再指導とフォーマットの修正

を行う。さらに、日常点検記録簿や医療機器管理台帳、医療機器維持管理計画案（次年度の維持

管理費用の予算案含む）等の作成方法を指導し、病院長に対する医療機材の現状と次年度の医療
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機器維持管理計画案を報告・協議する体制の構築支援を行う。

2. ソフトコンポーネントの目標

ソフトコンポーネントの成果に加え、相手国実施機関による継続的な活動の実施により、達成

されるべき目標は以下のとおりである。

1. 医療機材に対する運営維持管理能力が向上し、計画的な点検作業を実施できるようになる。

2. 各部門・診療科が作成する日常点検記録簿と維持管理課が作成する定期保守点検報告書に

より、全ての医療機器の状態が一冊の台帳（医療機器管理台帳）で把握できるようになる。

3. 年間の医療機器維持管理計画案が作成され、点検時期や各種交換部品の交換時期や費用、

運営維持管理費用の大枠が把握できるようになる。

3. ソフトコンポーネントの成果

ソフトコンポーネント完了時に達成されるべき成果は以下のとおりである。

技術指導内容 直接的成果

機材の維持管理体制

強化・管理能力向上

の指導

・エンドユーザーの研修参加により、日常点検技術が習得される。

・エンドユーザーが実施する日常点検内容や点検記録が統一化され、機材の状況把握

が容易になる。

・医療機材の維持管理課により、定期保守点検技術が習得されるとともに、修理・点

検依頼等、代理店との適切な連携・連絡体制が構築される。

機材データ管理によ

る維持管理計画の策

定・予算案の策定

・院内の医療機材の各種点検記録（使用履歴、消耗品・交換部品の交換履歴、日常点

検・定期点検・修理の履歴等）の作成・管理ができるようになる。

・次期点検に必要な交換部品・消耗品や次年度に必要な試薬等の名称と数量、経費が

把握できるようになる。

・年間の医療機器維持管理計画案が作成され、代理店との保守契約や機材の運営維持

管理に必要な経費等を含めた予算案を作成できるようになる。
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4. 成果達成度の確認方法

ソフトコンポーネントの成果を確認する方法は次のとおりである。

技術指導内容 確認方法 確認項目

機材の維持管理体制

強化・管理能力向上

の指導

・機材維持管理に係る作業フローチャートの作成プ

ロセスを確認する。

・エンドユーザーが行う日常点検に関する日常点検

記録簿の内容と作成プロセスを確認する。

・維持管理課が行う定期点検に関する定期点検計画

書や定期点検報告書の内容と作成プロセスを確認

する。

・維持管理課が作成する医療機器管理台帳の内容と

作成プロセスを確認する。

・作業フローチャート

・保守点検計画書

・日常点検チェックシート

・日常点検記録簿*1

・定期点検計画書

・定期点検チェックシート

・定期点検報告書*2

・医療機器管理台帳

機材データ管理によ

る維持管理計画の策

定・予算案の策定

・維持管理に必要な交換部品・消耗品、試薬等の管

理体制が整備されていることを確認する。

・代理店との保守契約を含めた次年度の医療機器維

持管理計画書の内容と作成プロセスを確認する。

・消耗品・交換部品・試薬の

入出庫履歴（在庫管理）の

記録

・修理履歴の記録

・交換部品や消耗品の調達計

画案

*1: 日常点検後のチェックシートを取りまとめたもの。

*2: 定期点検後のチェックシートを取りまとめたもの。

5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画）

成果に対する活動計画は下表に示すとおりである。

各成果達成に向けた活動（投入計画）は以下のとおりである。

（1）実施リソース

1) 機材運用・保守管理指導技術者 ：日本人 1 名 
2) 現地傭人（通訳：英語⇔ウズベク語） ：ウズベキスタン人 1 名 

（2）活動計画

活動：①事前国内準備、②第 1 回目現地指導、③国内作業、④第 2 回目現地指導、⑤国内

作業の詳細は以下のとおりである。

① 事前国内準備

機材運用・保守管理指導技術者は、現地指導で想定される維持管理体制に関する資料、

各種フォーマット、業務フローチャート等を国内にて準備し、現地渡航前にサンプルとし

て事前に共有する。また、技術指導実施に先立ち現地庸人と連携しながら、病院長、機材

維持管理課、エンドユーザーである医師や看護師、技師と実施スケジュールや研修実施場

所、参加者のグループ分けを調整する。併せて、現地にて使用する各種資料の作成補助・

管理等を進める。これら国内準備作業に要する日数は、5 日間とする。

技術指導の対象機材は、本計画により新たに整備される以下の機材とする。機材の類似

性及び想定されるエンドユーザーに基づき A～D グループに分け、現地指導日程を計画す

る。
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グループ 機材名

グループ A 画像診断関連機材 CT スキャナー、超音波診断装置、C アーム 

検診車用機材
検診車、ポータブル X 線撮影装置、ポータブル超音波診断装置、患者モ

ニター、ECG、スパイロメーター、

グループ B 
内視鏡関連機材

耳鼻咽喉科手術内視鏡セット、腹腔鏡手術内視鏡セット、子宮鏡手術内

視鏡セット、関節鏡手術内視鏡セット、

手術関連機材 人工呼吸器、凝固電気手術器、ユニバーサル手術顕微鏡、骨手術器

グループ C 臨床検査関連機材 微生物同定装置、免疫分析装置

CSSD 関連機材 プラズマ滅菌器、洗浄殺菌装置セット

婦人科用機材 コルポスコープ

その他、医療用機材 顕微鏡付き耳鼻科ユニット

グループ D 内視鏡シミュレータ

関連機材

腹腔鏡手術シミュレーター、軟性内視鏡シミュレーター、婦人科用内視

鏡シミュレーター、関節鏡手術シミュレーター

マネキン型シミュレ

ータ関連機材

小児科用シミュレーター、患者シミュレーター（成人・小児）、蘇生シ

ミュレーター（成人・小児）、胸部外傷用患者シミュレーター、フィジ

カルアセスメントモデル

バーチャルシミュレ

ータ関連機材
バーチャル患者治療シミュレーター、バーチャル 3D 解剖台、 

② 第 1 回目現地指導

機材を使用するエンドユーザー、機材維持管理関係者に対し、ワークショップにより維

持管理体制構築に関しての啓発を行う。ワークショップにて、本計画で整備された機材の

保守点検計画書や日常点検と定期保守点検のための点検チェックシートやマニュアル等の

作成指導を行い、作成した各種フォーマットに基づいて機材の維持管理(実技)を指導する。

また、点検報告書や医療機材管理台帳の作成方法や医療機器維持管理計画案の作成支援を

行い、ワークショップでは機材維持管理課が中心となり作成を実施する。これらの技術指

導は、日本より派遣される機材運用・保守管理指導技術者が実施する。なお、ワークショ

ップにて使用される資料及び作成された点検シート等は紛失予防の観点から、クラウドに

も保管することとする。

指導対象者は医師や看護師、技術者などのエンドユーザーや機材維持管理課の技術者で

ある。通常業務に支障が出ないよう配慮することはもちろんのこと、各指導・ワークショ

ップに参加する病院スタッフのシフトなどにも配慮し、日常業務に影響が少ない形で参加

できる環境を整える。1 回のワークショップへの参加人数は取りまとめや指導効率を考慮

し、10 名程度と想定している。エンドユーザーに関しては診療活動の妨げにならないよう

各機材を使用する部署・診療科ごとに予定を調整し、ワークショップに参加する。機材維

持管理課については病院内で医療する機材の保守管理責任部門として、ワークショップ全

日程への参加とする。

なお、日常点検・定期保守点検用フォーマットやマニュアルは機材毎に作成されるが、

どこまでを日常点検の範囲とし、どこからを定期保守点検の範囲とするかは、機材を使用

するエンドユーザーを交えたフォーマット類の作成ワークショップにおいて参加者全員の

共通認識の下で決めていく。機材を末永く使用するためには何が必要かという点を関係者
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に理解・納得させるため、点検方法の指導にあたっては定期保守点検についても機材使用

者を対象に含める。機材維持管理課を中心に病院側で点検方法を協議・決定することで、

病院にとって最適な方法及び体制の構築が期待される。

第 2 回目の現地指導までの期間に、病院スタッフに各種フォーマットを実際に使用して

日常点検等を実施するよう促す。
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第 1 回目現地指導日程 （参加型ワークショップ） 
日
数

曜
日

指導内容 対象施設／対象部門
想定参加
者数*3

1 金 移動（東京→イスタンブール→）

2 土 移動（→イスタンブール→）

3 日 移動（→タシケント）

4 月 JICA 現地事務所訪問、移動（タシケント→ヌクス） 

5 火
・ 機材保守管理の重要性にかかるセミナー
・技術指導の実施計画内容・工程について

（副）病院長、部門長、エンドユ
ーザー(各部門代表者のみ)、機材
維持管理課、等

約 15 名 

6 水

・ 機材維持管理システムフローの作成
・ 保守点検計画書の作成 

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

7 木
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

8 金
エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

9 土
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

10 日 資料整理

11 月

・ 日常点検チェックシートの作成 
・ 日常点検マニュアルの整理（自作含む）
・ 日常点検の実演指導 
・ 日常点検記録簿の作成

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

12 火
エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

13 水
エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

14 木
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

15 金
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

16 土
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

17 日 資料整理

18 月

・ 日常点検チェックシートの作成 
・ 日常点検マニュアルの整理（自作含む）
・ 日常点検の実演指導 
・ 日常点検記録簿の作成

エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

19 火
エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

20 水
エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

21 木
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

22 金
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

23 土
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

24 日 資料整理

25 月

・ 定期点検計画書（チェックシート含）の作成 
・ 定期点検報告書の作成
・ 定期点検の実演指導 
・ 医療機器管理台帳の作成

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

26 火
エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

27 水
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

28 木
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

29 金
エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

30 土
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

31 日 資料整理
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日
数

曜
日

指導内容 対象施設／対象部門
想定参加
者数*3

32 月

・ 医療機器維持管理計画案の作成 
・ 医療機器管理台帳と医療機器維持管理計画案を用

いた病院長への報告体制の構築
・ 各部署内での指導内容共有及び伝達方法の検討
・ 報告と今後の予定の協議（アンケート、質疑応

答、等）

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

33 火
エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

34 水
エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

35 木
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

36 金
（副）病院長、部門長、エンドユ
ーザー（各部門代表者のみ）、機
材維持管理課、等

約 15 名 

37 土
（副）病院長、部門長、エンドユ
ーザー（各部門代表者のみ）、機
材維持管理課、等

約 15 名 

38 日 移動（ヌクス→タシケント）

39 月 保健省報告、JICA 現地事務所報告 
40 火 移動（タシケント→イスタンブール→）

41 水 移動（→東京）

グループ A：画像診断機材・検診車機材 
グループ B：内視鏡関連機材・手術関連機材 
グループ C：臨床検査関連機材・CSSD 関連機材・その他 
グループ D：教育関連機材 

③ 国内作業

・第 1 回目の技術指導の結果のまとめを行う（1 日間）。

・第 2 回目の事前準備を行う（2 日間）。

第 2 回目に実施する技術指導前に、整備機材やマニュアルの活用状況、機材使用者や維

持管理課の技術者からのコメント・評価等を確認した上で、事前に講義資料の準備や調整

を行う。
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④ 第 2 回目現地指導

第 2 回目現地指導では、第 1 回目の現地指導に基づいて、病院スタッフが実際に行った

機材の保守管理状況を確認し、日常点検や定期保守点検の技術習得に曖昧な点に対し、最

終的な技術指導を実施する。確認は実際の点検の様子のモニタリング、点検チェックシー

トの記載内容の確認、及びワークショップ内でのヒヤリングにて行い、チェックリストを

使用して感じた不具合・問題点・修正点等については協議し、機材維持管理課が中心とな

って必要な修正を行う。このプロセスでは、試行錯誤を繰り返し、病院の機材維持管理体

制を自立的に改善していくシステムづくりの構築、持続可能性の強化を期待する。

さらに、点検記録簿や報告書に基づく各種データ集計、医療機材維持管理計画案につい

ても最終確認し、適宜指導する。

第 2 回目の現地指導で点検技術や保守技術、医療機器維持管理計画案策定技術の定着を

目指すが、第 1 回目で既に全職員を対象とした指導を実施しているため、第 2 回目は日本

より派遣される機材運用・保守管理指導技術者による直接の指導は必要最低限にとどめ、

機材維持管理課の技術者を中心に病院スタッフ同士で教え合いながら保守管理方法を再確

認するよう促していく。機材運用・保守管理指導技術者は実技に係る補足説明や誤った知

識・点検技術の修正を適宜行い、スタッフ間での技術移転の重要性や、今後も定期的にチ

ェックシートやマニュアル等を見直していくことの重要性について認識させる。

保健省や病院長、その他関係者に対しての本ソフトコンポーネントの完了報告は、機材

運用・保守管理指導技術者が行う。

第 2 回目現地指導日程 （参加型ワークショップ） 
日
数

曜
日

指導内容 対象施設／対象部門
想定参加
者数

1 金 移動（東京→イスタンブール→）

2 土 移動（→イスタンブール→）

3 日 移動（→タシケント）

4 月 JICA 現地事務所訪問、移動（タシケント→ヌクス） 

5 火
・ 機材維持管理システムフローの修正協議
・ 保守点検計画書の修正協議

（副）病院長、部門長、エンドユ
ーザー（各部門代表者のみ）、機
材維持管理課、等

約 15 名 

6 水

・ 日常点検チェックシートやマニュアルの修正協議
・ 日常点検の技術確認と再指導
・ 日常点検記録簿の修正協議

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

7 木 エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

8 金 エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

9 土
エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

10 日 資料整理

11 月

・ 定期点検計画書（チェックシート含）の修正協議
・ 定期点検報告書の修正協議
・ 定期点検の技術確認と再指導

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

12 火 エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

13 水 エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

14 木 エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

A70
8



日
数

曜
日

指導内容 対象施設／対象部門
想定参加
者数

15 金
・ 医療機器管理台帳の修正協議
・ 医療機器維持管理計画案の修正協議 

エンドユーザー（グループ A）、
機材維持管理課

約 10 名 

16 土 エンドユーザー（グループ B）、
機材維持管理課

約 10 名 

17 日 資料整理

18 月
・ 医療機器管理台帳の修正協議
・ 医療機器維持管理計画案の修正協議 

エンドユーザー（グループ C）、
機材維持管理課

約 10 名 

19 火 エンドユーザー（グループ D）、
機材維持管理課

約 10 名 

20 水
・ 医療機器管理台帳と医療機器維持管理計画案を用い

た病院長への報告体制の修正
・ 総括協議（アンケート、質疑応答、等）

（副）病院長、部門長、エンドユ
ーザー（各日 1 グループ）、機材
維持管理課

約 15 名 
21 木 約 15 名 
22 金 約 15 名 
23 土 約 15 名 
24 日 移動（ヌクス→タシケント）

25 月 保健省報告、JICA 現地事務所報告 
26 火 移動（タシケント→イスタンブール→）

27 水 移動（→東京）

グループ A：画像診断機材・検診車機材 
グループ B：内視鏡関連機材・手術関連機材 
グループ C：臨床検査関連機材・CSSD 関連機材・その他 
グループ D：教育関連機材 

技術指導に想定される専門家の現地派遣期間は以下のとおりである。

1) 機材運用・保守管理指導技術者   ：日本人 1 名 
現地派遣期間：第 1 回目 1.37MM（移動 7 日間、指導 33 日間、報告と今後の予定の

協議 1 日） 
第 2 回目 0.90MM（移動 7 日間、指導 19 日間、総括と報告 1 日） 

2) 現地傭人（通訳：英語－ウズベク語・業務調整） ：ウズベキスタン人 1 名 
業務期間： 第 1 回目 1.23MM（通訳業務 37 日間） 

第 2 回目 0.77MM（通訳業務 23 日間） 
*各種資料の翻訳業務は通訳業務と分けて発注、技術指導資料としてそれぞ

れ 50 枚を想定し、予算計上する。

⑤ 国内作業

現地における指導結果をまとめ、最終レポートとしてソフトコンポーネント完了報告書

を作成する（3 日間）。
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6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法

本ソフトコンポーネントは、調達機材の全般に対する専門的知識を有し、医療機材の維持

管理の指導が可能な技術者が実施する。ウズベキスタンでは、調達機材の運営維持管理に精

通している技術者の採用は困難であるため、日本人コンサルタントを対象病院へ派遣し、技

術指導を実施する。

7. ソフトコンポーネントの実施工程

現段階における実施工程（案）は以下のとおり。実施に当たっては、医科大学側関係者と

機材運用・保守管理指導技術者による協議・検討を踏まえ最終実施工程を確定することとす

る。

全体工程表（案） 

実施工程

（E/N 締結から） 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

実施

工程

機器製作

機材輸送

機材据付

ソフトコンポーネ

ント実施

専門家

派遣

機材運用・保守管

理指導技術者

成果品

8. ソフトコンポーネントの成果品

施主及び日本側への完了報告書の他、ソフトコンポーネントの成果品として次を予定する。

① 作業フローチャート

② 保守点検計画書

③ 日常点検チェックシート

④ 定期点検チェックシート

⑤ 日常点検記録簿

⑥ 定期点検報告書

⑦ 医療機器管理台帳

⑧ 医療機器維持管理計画案

⑨ ソフトコンポーネント完了報告書

国内業務 現地業務 
完了報告書
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9. ソフトコンポーネントの概略事業費

本ソフトコンポーネントの概算事業費は 13,328 千円であり、内訳は以下の通りである。な

お、詳細内訳は、別添資料-1「積算内訳詳細」のとおりである。 

項目・費用 計（円）

（1）直接人件費 2,888 千円 
（2）直接経費 4,434 千円 

（3）間接費 6,006 千円 

合  計 13,328 千円 

また、新型コロナ防疫対策に係る費用として、現地渡航1回につき、出国前(国内)・帰国前(現地)
それぞれ 1 回分の PCR 検査費用を予算計上する。 

項目・費用 計（円）

（1）PCR 検査費、陰性証明書（日本） 8,1 千円 
（2）PCR 検査費、陰性証明書（ウズベキスタン） 6 千円 

合  計 8,7 千円 

10. 相手国実施機関の責務

本ソフトコンポーネントは、医科大学に整備される医療機材の運営維持管理体制を向上さ

せ、安全性及び持続性を確保するために実施される。そのため、各指導は可能な限り、医科

大学側の自発的な活動を促す手法をとる。

ソフトコンポーネント実施前には、医科大学は機材運用・保守管理指導技術者や現地庸人

との事前調整に積極的に協力しながら対象となるスタッフを選定し、本計画から大きな変更

が生じた場合には渡航 3 日前までに JICA へ報告する。実施中は各部門・各診療科が責任を

持ち各指導にスタッフを参加させる。

また、本ソフトコンポーネントで習得された技術が定着して習慣化されるために、病院長

は医療機材の維持管理課の業務を監督すると共に、医療機材の維持管理業務が医療施設運営

の中で重要な業務として位置づけられるよう、指導力を発揮することが望まれる。さらに、

エンドユーザーの上長に当たる各部門、各診療科長は、安全な医療サービスを継続して提供

するために、自身の診療科における日常点検の点検作業が確実に実行されるよう指導、監督

することが重要である。

本ソフトコンポーネントで対象としている医療機材は本計画で整備される機材に限定され

るが、ここで習得される維持管理の技術や手法は現場ニーズに適しており、病院スタッフに

より維持されるように工夫するため、他の医療機器や診療科にも十分応用可能である。全診

療科における各種点検作業が導入され、医療機材の維持管理体制が強化されることになれば、

医科大学の医療サービスの向上を図ることができる。本ソフトコンポーネントをモデルケー

スとして、病院全体に技術や手法が普及されるよう、病院長や副院長の指導力が期待される。

さらに、本計画により整備される機材の継続的な稼働には、消耗品や交換部品の購入予算

の確保も重要な要素となる。病院長や副院長、維持管理課長は機材の稼働状況、消耗品や交
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換部品の在庫状況を本ソフコンで作成された資料およびシステムを通じて適切に把握し、次

年度の予算を確保することも重要な責務である。

A74
12


	表紙
	序 文
	要 約
	目 次
	位置図
	写真
	略 語 集
	第１章 プロジェクトの背景・経緯
	第２章 プロジェクトを取り巻く状況
	第３章 プロジェクトの内容
	第４章 プロジェクトの評価
	資 料
	資料1 調査団氏名、所属
	資料2 調査行程
	資料3 関係者（面会者）リスト組
	資料4　討議議事録（M/D）
	資料 5 機材検討表
	資料 6 ソフトコンポーネント計画書




